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1.　目的

　今日、各水道事業においては、施設の大規模な更新が必要となる中で、安全で安心な水

の供給や、災害時にも安定的な給水を行うための施設水準の向上など、水道が直面する課

題に適切に対処していくためには、自らの事業を取り巻く環境を総合的に分析した上で経

営戦略を策定し、それを計画的に実行していくことが求められるとともに、その基礎とな

る運営基盤の強化や技術力の確保などが必要とされています。

　近年は、人口減少などに伴う給水収益の低迷、水道施設の耐震化や老朽化対策への投資

の増大、水道に対する使用者のニーズの高まりなど水道事業を取り巻く環境が大きく変化

しており、高度化、多様化する課題への取り組みが求められています。

　こうした中で厚生労働省は、平成１６年６月に公表した、わが国の水道の現状と将来見

通しを分析・評価し、水道のあるべき将来像について、すべての水道関係者が共通認識を

持って実現していくための具体的な施策や工程を包括的に示した「水道ビジョン」を全面

的に見直し、人口減少社会の到来や東日本大震災の経験などを踏まえて、平成２５年３月

に「新水道ビジョン」を策定しました。

　「新水道ビジョン」は、水道を取り巻く環境の変化に対応し、これまで国民の生活や経

済活動を支えてきた水道の恩恵を今後も継続的に享受し続けることができるよう、５０年

後、１００年後の将来を見据えた水道の理想像を明示するとともに、「安全」（水道水の

安全の確保）、「強靭」（確実な給水の確保）、「持続」（供給体制の持続性の確保）の

観点から水道事業者が目指すべき取り組みの方向性やその実現方策を提示したものです。

　このような背景から、「新水道ビジョン」に示された理想像を実現するため、また、安

全で良質な水道水を将来にわたって安定して供給し続けるため、「竜王町水道事業ビジョ

ン・経営戦略」を策定し、今後の水道事業の中長期的な方向性を確立し、これを達成する

ための道程を示すものとします。

2.　位置付け

　「竜王町水道事業ビジョン」（平成２８年度策定）は、国の「新水道ビジョン」を踏ま

え、本町が目指す水道の将来像とその実現に向けた方向性を示す長期的な指針として位置

付けられています。

　これに対し、「竜王町水道事業経営戦略」（令和２年度策定）は、事業の持続可能性を

高めるための中長期的な収支見通しと経営施策を示すものであり、両計画は互いに補完し

ながら本町水道事業の基盤を形成してきました。

　令和７年度に両計画が節目（ビジョン最終年度・経営戦略中間検証）を迎えることを踏

まえ、今回の改定ではこれら２つの計画を統合し、より分かりやすく一体的な計画となる

よう「竜王町水道事業ビジョン・経営戦略」として再構築することとします。

　「竜王町水道事業ビジョン・経営戦略」は、本町上位計画である竜王町総合計画をはじ

め、諸計画との整合を図りつつ、国の提唱する新水道ビジョンの方針に沿って策定します。

　第1章　水道事業ビジョン・経営戦略の策定
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　第1章　水道事業ビジョン・経営戦略の策定

新水道ビジョン

(平成25年3月策定)
ビジョンの見直し

• 水道の運営基盤の
強化

持続

• 安心、快適な給水
の確保

安心

• 災害対策の充実安定

• 環境、エネルギー
対策の強化

環境

• 国際協力等を通じた
水道分野の国際貢献

国際

強靭

確実な給水の
確保

安全

水道水の安全の
確保

持続

供給体制の持続性
の確保

水道の理想像

国際展開

環境対策

国土交通省（厚生労働省）

人口減少社会

の到来

東日本大震災

の発生

竜 王 町

竜王町水道事業ビジョン・経営戦略
（令和７年度策定）

計画期間：令和８年度から令和１７年度

事業の方向性と必要な施策を体系的に示し、持続可能な水道の実現をめざす指針

竜王町水道事業ビジョン

（平成２８年度策定）

計画期間：平成２８年度から令和７年度

（２０１６～２０２５）

将来像とその実現に向けた方向性を示す長期的な指針

整合

竜王町水道事業経営戦略

（令和２年度策定）

計画期間：令和３年度から令和１２年度

（２０２１～２０３０）

事業の持続可能性を高める中長期的な収支見通し

【統合】

＜最終年度＞ ＜中間検証＞
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3.　計画期間

　本計画の期間は、令和８年度から令和１７年度までの１０年間とします。

　これは、老朽管更新をはじめとする中長期的な施設投資の見通しを立てるうえで一定の

期間が必要であること、また社会・経済状況の変化にも適切に対応できる期間として設定

したものです。

　なお、計画期間中であっても、人口動向や物価変動、更新需要など、事業環境に大きな

変化が生じた場合には、柔軟に計画内容を見直すことで、計画の実効性を確保します。

4.　各種計画との関係

（参考：水道事業におけるアセットマネジメント（資産管理）に関する手引き、Ⅰ-２０）

　第1章　水道事業ビジョン・経営戦略の策定

事業実施に係る計画(3～5年間隔)
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1.　竜王町の概要

　竜王町は滋賀県東南部の蒲生平野に位置し、東に雪野山、西に鏡山を望む自然豊かなま

ちです。これらの山々は古くから竜神が祀られたことに由来し、「竜王山」と呼ばれ、町

名の起源にもなっています。町域の約３割を占める水田では良質な近江米が生産されるほ

か、いちごや梨、ぶどうなどの果樹栽培が盛んで、近江牛発祥の地としての畜産業も特徴

的な地域です。

　南部には名神高速道路が通り、京阪神・名古屋圏への高い交通利便性を背景に、大規模

自動車関連工場やアウトレットモールなどの産業・商業施設が立地しています。また、史

跡や社寺などの歴史的資源、道の駅などの交流拠点が点在し、多様な魅力を有するまちと

なっています。人口は昭和50年代に1万人超となり、平成7年（1995年）の13,650人

をピークに横ばいから微減傾向で推移しており、少子高齢化の進行が見られます。

　こうした状況の中で、本町は「暮らしやすさ・にぎわい・交流」を軸に据えた竜王町コ

ンパクトシティ化構想を進めています。取組の１つである中心核整備については、生活の

中心となるエリアに教育・交流・居住といった都市機能を集約し、町全体の利便性と持続

性を高めることを目的としています。

　具体的には、教育・文化施設や公園、こども園・学童保育所などの公益施設を交流・文

教ゾーンとして計画的に整備するとともに、新たな居住ゾーンや生活利便施設との連携を

図ることで、町の中心部を生活の核として再編・活性化することを目指しています。

　第2章　竜王町水道事業の概要

【滋賀県竜王町位置図】
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2.　水道事業の概要

　竜王町の水道事業は、昭和３２年の通水開始を経て、昭和５０年に水道事業の創設認可

を受け、今日まで地域の暮らしと産業を支える重要な基盤として運営してきました。

　現在の計画給水人口は14,250人、計画日最大給水量は8,600m³/日で、普及率は97％

と町内のほぼ全域に供給できる体制となっています。

　本町の水道は、滋賀県湖南水道用水供給事業から全量を受水している水道事業であり、

山中配水池を中心に、薬師配水池、山之上配水池、山中加圧ポンプ場、小口加圧ポンプ場

などの施設により町内各地域へ配水しています。

　第2章　竜王町水道事業の概要
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【主要な水道施設】

　第2章　竜王町水道事業の概要

竜王町

名神高速道路
薬師配水池

山中配水池

山中加圧
 ポンプ場

小口加圧
 ポンプ場

山之上配水池

国道８号

φ
400

φ
350

φ
300

φ250

φ
200

φ200

φ
20
0

φ
20
0

φ
20
0

φ
45
0

φ
45
0

φ
200

φ
20
0

　配水池施設･ポンプ施設 位置図　

祖
父
川

日
野
川

文

竜王小

文

竜王中

文

竜王西小

竜王町役場

φ200

竜王IC

φ
25
0

- 6 -



1.　給水人口と給水量（給水状況）

【給水人口】

【年間給水量】

　本町の給水人口は、人口減少の影響を受けて緩やかに減少しており、水道の使用量（給

水量）も同様に減少傾向にあります。近年は節水機器の普及や生活様式の変化もあいまっ

て１人あたりが使う水の量自体が少なくなる傾向となっています。

　こうした動きは、全国的にも見られる長期的な変化であり、本町においても今後大きく

増加に転じる可能性は高くありません。そのため、給水人口と給水量の推移は、将来の収

入見通しや施設計画を検討する際の重要な前提となります。

　第3章　水道事業の現状と課題
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2.　経営の状況

(１)収益的収支

　本町の収益的収支は現時点で黒字を維持しているものの、収益的収入は、人口減少の進

行や節水傾向の高まりにより、全体として大きな伸びは見られず、横ばいから微減で推移

しています。一方で令和３年度には、収益的支出である受水費に係る基本水量の見直しに

伴い費用が削減されたことで利益増加に寄与しました。しかし、水道事業は施設維持管理

に一定の固定費が必要であり、需要が減少しても費用は大幅に減らない構造であるため、

料金収入の減少がそのまま経営の圧迫につながりやすい状況にあります。

　今後も人口減少が続くことが見込まれるため、収益改善や効率的な事業運営の推進など、

経営基盤の強化が必要となっています。

　令和６年度の内訳を見ると、収入では給水収益が８４％、営業外収益が１５％を占めて

います。対して、支出では受水費が４５％を占め、減価償却費および総係費はいずれも約

２０％となっています。

　第3章　水道事業の現状と課題
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(２)資本的収支

　資本的収支の推移を見ると、各年度とも支出が収入を上回る構造が続いており、慢性的

に不足額が生じています。なお、資本的収入は、主に企業債や補助金など限られた財源で

構成されており、通常は支出が収入を上回って不足が生じます。その不足分は、基本的に

収益的収支の中で蓄えた資金で補っています。特に直近２年間は大規模事業により収入・

支出ともに突出して増加し、不足額も大きく拡大しましたが、その他の年度でも概ね年間

8千万円前後の不足が生じており、安定的な財源確保が課題となっています。

　令和6年度の内訳をみると、企業債が94％を占めており、財源の大部分を企業債に依存

する一方で、補助金は６％にとどまっている状況です。支出では建設改良費が９３％を占

めており、老朽化した施設・管路の更新需要が大きいことが分かります。加えて企業債償

還金は過去10年間で約2倍に増加しており、将来的な財政負担の増大が見込まれます。

　今後は、老朽化の進行や更新需要の増大を踏まえ、持続可能な財政基盤の確立に向けて、

事業費の精査や適切な財源活用を進めていく必要があります。

　第3章　水道事業の現状と課題
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総額 614,402千円
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(３)補てん財源残高と企業債残高

　補てん財源残高は概ね横ばいで推移していますが、建設改良積立金や減債積立金の積立

を計画的に行ってきたことにより、近年はやや増加傾向にあります。今後も引き続きこれ

らの積立を着実に実施することで、事業費の増加に伴う支出に備え、計画的な資金運用を

図ることが重要です。

　一方、企業債残高は事業費の増加に伴って借入額が拡大しており、特に令和５年度以降

は大規模事業により残高が増加している状況であり、今後は企業債償還金増加による負担

が増していく見込みです。

　このことから、必要な更新投資を計画的に実施しつつ、補てん財源の適切な活用と企業

債発行の抑制を両立させることが求められます。そのためにも、より一層の経営基盤の強

化と、持続可能な財政運営の確立が重要となります。

　第3章　水道事業の現状と課題

371,992 359,869 349,681 348,888 384,960 372,332 379,374 418,775 444,196 476,663 

735,353 776,850 
868,249 

922,849 940,241 982,071 
1,024,842 

1,059,116 

1,207,748 

1,637,507 

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

補てん財源残高 企業債残高

年度

単位：千円
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3.　水道施設

　本町水道施設の概要を以下に示します。

(１)施設

　本町には山中、薬師および山之上に３つの配水池が整備されており、それぞれが給水区

域に応じて役割を分担しています。特に山中配水池は最も容量の大きな配水池であり、そ

の重要性から令和６年度に長寿命化（防水）工事が完了したところです。薬師配水池およ

び山之上配水池は建築または改修が比較的新しいものの、いずれも町内の安定給水を支え

る施設であることから、引続き計画的な更新または施設効率による統廃合検討などが求め

られます。

容量(㎥)

16年

49年

1,500

1976年
2024年(改修)

PC造

築造年数

3,100

名称

２池山之上配水池

山中配水池

薬師配水池

　第3章　水道事業の現状と課題

2009年

19年2006年(改修)210

経過年数材質

【　山中配水池　】

２池

SUS造 ２池

【配水池の概要】

【　薬師配水池　】

【　山之上配水池　】

RC造

配 水 池
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　加圧ポンプ場は、地形による高低差を補い一定の水圧を確保するための設備です。本町

では山中および小口の２箇所に設置されており、更新周期を見据えた維持管理や設備更新

の検討が必要になります。

(２)管路

令和６年度末時点

　本町の管路総延長は約140kmで、材質は 塩化ビニル管が約7割 を占めています。塩化

ビニル管は施工性に優れる一方、長期使用による劣化が進みやすいため、布設年代や漏水

事故などを踏まえた計画的な更新が必要です。

　また、ダクタイル鋳鉄管など耐震性の高い管種も一部で整備されており、災害時のリス

ク低減に寄与しています。

　今後も、材質や経年状況を考慮し、優先度の高い路線から更新を進めていきます。

16年

管種 耐震区分

ダクタイル鋳鉄管（耐震継手）

2009年

割合(％)

6.51

【管種別延長】

133

5,019

【　小口加圧ポンプ場　】

名称

ダクタイル鋳鉄管（一般接手）

耐震

非耐震

ステンレス鋼管

　第3章　水道事業の現状と課題

16.20

築造年数 経過年数

延長(ｍ)

9,149

22,776

25年山中加圧ポンプ場 2000年

石綿管 非耐震

100,141 71.21

3.57

非耐震

耐震

0.70

塩化ビニル管

ポリエチレン管（熱融着継手）

小口加圧ポンプ場
配水 2,216㎥／日

送水 1,435㎥／日

H＝35ｍ

H＝71ｍ

施設能力

　　 1,420㎥／日 H＝35ｍ

【加圧ポンプ場の概要】

計

鋼管

140,626

ポリエチレン管（金属継手）

1,463

【　山中加圧ポンプ場　】

983

0.68

100.00

962

0.09

耐震

耐震

非耐震

1.04

加 圧 ポ ン プ 場
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　年度別における管路整備延長（布設年度が不明な管路を除く。）を以下に示します。

　管路の法定耐用年数４０年と設定した場合の、年度別における管路健全度を以下に示

します。

　本町の管路施設のうち古いものは、法定耐用年数である４０年を平成２７年度時点で

既に超過しており、更新需要が顕在化している状況です。

　このような状況のもと、現時点（令和６年度末）においても老朽化が進行しており、

令和７年度には管路全体の２０％以上が法定耐用年数を超過する見込みです。今後更新

などの対策を講じなかった場合、令和１７年度には管路の約５０％が法定耐用年数を超

過する見込みとなっており、計画的な更新の必要性が一層高まっています。

【年度別管路整備延長】

【年度別管路健全度】

　第3章　水道事業の現状と課題
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4.　水質管理

　本町の水道水が、水質基準（平成１５年５月３０日　厚生労働省第１０１号）に適合し、

安全であることを証明するために、水質検査計画を策定し、定期的に水質検査を実施して

います。

　採水場所は、浄水全項目検査、浄水必要項目検査および浄水毎月検査については橋本地

先竜王町学校給食センターで、浄水毎日検査については松陽台地先および美松台地先で採

水しています。

　また、本町の水道水は全量を滋賀県企業庁より受水しているため、原水の水質検査につ

いては「水道用水供給事業から受水する水道事業の原水検査の特例」に基づき実施してい

ません。

　なお、滋賀県企業庁においても水質検査計画が策定、実施され、その結果は企業庁ホー

ムページにて公表されています。本町においても同様に、検査結果をホームページで公表

しています。

　水質検査は、法令に基づくものに加え、過去の検査結果や地域の状況を踏まえ、次のよ

うな体系で実施しています。

＜基準項目＞

①浄水全項目検査

　次頁の表３．１における全５１項目について年１回検査を行います。

②浄水必要項目検査

　法定および過去の検査結果を踏まえ表３．１の項目６・８・１０・２１～３１・３３の

　計１５項目について年４回検査を行います。

③浄水毎月検査

　表３．１の項目１・２・３８・４６～５１の計９項目について毎月検査を行います。

　また、カビ臭物質であるジェオスミン（同項目４２）および２－メチルイソボルネオー

　ル（同項目４３）については、藻類の発生する暖かい時期に年５回検査を行います。

④浄水毎日検査

　表３．２のとおり、色・濁りおよび残留塩素について毎日検査を行います。

⑤その他検査

　表３．３のとおり、PFOS・PFOAについて、確認のため年１回検査を行います。

　なお、水道法施行規則の改正により、令和８年度よりPFOS・PFOAが水道水質基準の

　検査項目に追加され、検査回数についてはおおむね３か月に１回を基本とする指針が示

　されました。水道用水供給事業より全量受水を行っている水道事業（本町）においては、

　条件により検査を省略することができることとなっていますが、安全管理のため引続き

　毎年１回検査を実施します。

　第3章　水道事業の現状と課題

- 14 -



＜検査項目と検査頻度＞

３６５回／年

0.00005ｍｇ／L以下 １回／年

検査項目

PFOSおよびPFOA

　第3章　水道事業の現状と課題

検査項目 検査頻度評価

表３．１　検査項目（水道水質基準）

暫定目標値 検査頻度

表３．２　毎日検査項目と検査頻度

色および濁り 異常なし ３６５回／年

表３．３　その他検査項目と検査頻度

消毒の残留効果

（遊離残留塩素濃度）
０．１ｍｇ／L以上
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5.　事業の現状分析・評価

　業務指標（ＰＩ）は、水道事業の運営管理に関するデータから算出される現状把握と評

価のための数値であり、水道事業を多面的に“定量化（数値化）”することで、水道サー

ビスの水準を可視化するものです。公益社団法人日本水道協会が平成１７年に創設し、平

成２８年に改正した「新水道ビジョン」でも、評価項目の一部として取り上げられており、

本町でも前計画において数値目標を設定した上で評価に活用してきた指標です。

　今回の計画改定においても、「安全」「強靭」「持続」の３つの観点から本町水道事業

の現状分析・評価を行います。本町以外の水道事業体と比較しながら相対的な位置づけを

把握するため、ＰＩの全国平均値や、同規模の水道事業体の平均値とも照らし合わせます。

　公益社団法人水道技術研究センターが作成した「水道事業ガイドライン業務指標（令和

４年度版）」では、全国の統計値が示されており、本町ではこの統計値を基準に、業務指

標の値を全国平均値（年度別統計値の５０％値）および類似事業体平均値（給水人口１～

３万人以下規模の５０％値）と比較することで、現状の強み・課題を客観的に把握するこ

ととします。

●全国平均値：年度別統計値の５０％値

●類似事業体平均値：給水人口規模別区分　１万人以上３万人以下の５０％値

(１)安全（安全で良質な水）

　安全面においては、信頼できる水質を需要者に供給するための水源に関わる指標が主に

挙げられます。

　＜水質管理の徹底＞

　水道水の水質検査は、水質基準に適合し、安全であることを保証するために不可欠であ

り、水質管理の中核を成すものです。

　＜鉛製給水管取替の推進＞

　鉛製給水管は、可とう性や柔軟性に優れ、施工が容易であることから、給水管として多

く使用されてきました。しかし、給水管内に水道水が長時間滞留すると、有害物質である

鉛が溶出する可能性が高いため、鉛製給水管の解消が全国的な課題となっています。

　第3章　水道事業の現状と課題

- 16 -



　安全面に関する業務指標（ＰＩ）の主な項目を以下に示します。

水源の水質事故件数

（件）

鉛製給水管率

（％）

※番号：水道事業ガイドラインで定められている番号

※望ましい方向：↑高いほど良い　↓低いほど良い　－いずれでもない

Ａ３０１：類似事業体ともに「０件（基準に適合している）」を維持しています。

Ａ４０１：類似事業体ともに「０％（基準に適合している）」を維持しています。

　安全面における指標については、県水を100％受給している本町においては水道水質基

準に適合しており、現状大きな問題はありません。稼働している自己水源を保有しておら

ず水質事故も発生していないことから、本町の水道水は信頼できる水質であり、安全で安

心な水の供給体制が確保されているといえます。

　今後も引き続き、水質検査計画に基づく継続的な検査と、必要に応じた迅速な対応を徹

底することで、町民がいつでも安心して飲める「安全で良質な水」の提供を維持していき

ます。

R４ R５ R６
上：全国平均

下：類似事業体

Ａ３０１ 0 0 0 0 0 —
0

↓
0

Ａ４０１ 0.00 0.00 0.00 —
0.00

↓
0.00

　第3章　水道事業の現状と課題

0.00 0.00

【水道事業ガイドラインに基づく業務指標による比較】

番号 業務指標名

竜王町　指標値

前回計画
R７目標

R４
望ましい

方向R２ R３
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(２)強靭（安定した水の供給）

　水道における災害・事故としては、地震、水害などの自然災害、設備や管路の事故、水

質事故などの人為的な事故があります。

　特に、自然災害については、近年、東日本大震災や能登半島地震などの地震災害や集中

豪雨による土砂災害が相次いでいるほか、近い将来、南海トラフ地震の発生が予測されて

おり、災害に強い強靭な水道施設が求められています。

　大規模な自然災害が発生した場合、水道施設は甚大な被害が生じる可能性が高いことか

ら、被害を最小限に抑制できるよう、健全な資産の維持と水道施設の耐震化が急務であり、

その重要性や優先度を考慮して、水道施設の更新および耐震化を計画的・効率的に進めて

いく必要があります。

　＜管路の更新・耐震化＞

　水道管路は、水道水の安全性・安定性のため、災害に対して強靭であるとともに、健全

性を保つ必要があります。中でも、重要な管路である基幹管路は、災害などにより被害を

受けると影響が大きいため、優先的に耐震管（耐震性を備えたダクタイル鋳鉄管など）に

更新するなどの措置を行い、地震に強い配水系統の構築が全国的に求められています。

　「法定耐用年数超過管路率」は、管路の老朽度や更新の取り組み状況を示すもので、全

国的に法定耐用年数（４０年）を超過する管路の延長は今後増加していくため、管路整備

が順次必要となります。

　「管路の耐震管率」は、地震災害に対する水道管網全体としての信頼性・安全性を表す

指標と言えます。

　「基幹管路の耐震適合率」は、基幹管路の耐震管率の耐震管に加え、管路の布設地盤条

件などを勘案して、耐震性が評価された管種・継手を含めた指標です。

　今後も継続して耐震化を進めるとともに、基幹管路や重要給水施設までの管路を優先し

て取り組む必要があります。

　強靭面に関する業務指標（ＰＩ）の主な項目を次頁に示します。

　第3章　水道事業の現状と課題
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法定耐用年数超過管路率

（％）

管路の耐震管率

（％）

基幹管路の耐震適合率

（％）

Ｂ５０３：率は増減しながら、類似事業体平均値よりも高く、全国平均値より低い数値を示しています。

Ｂ６０５：類似事業体平均値および全国平均値よりも高い数値を示しており、令和６年度は前回計画の

目標値を超える値となっています。

Ｂ６０６－２：率は増加傾向にありますが、類似事業体平均値および全国平均値よりも低い数値を示し

　　ています。

　本町では全体的に管路の耐震性が向上している一方で、基幹管路の耐震適合率において

は、全国平均と比べて低い数値であるため、これらの管路の耐震化を進め、地震や災害時

の安全性をより一層確保していく必要があります。

　これらの状況を踏まえると、本町の強靭性の確保に向けては、老朽化施設の更新・耐震

化を一層加速させることが必要です。また、耐震化率や更新率を指標として継続的に状況

を評価し、更新需要の平準化を図りつつ、災害時においても安定した水供給が可能となる

体制整備を進めていきます。

23.62 —
36.10

↑
28.10

Ｂ６０６－２ 19.18 20.02 21.17 22.64

R６
上：全国平均

下：類似事業体

Ｂ５０３ 18.74 19.85 19.15

【水道事業ガイドラインに基づく業務指標による比較】

　第3章　水道事業の現状と課題

望ましい
方向R３ R４ R５

18.47 19.84 —
20.20

↓
18.60

Ｂ６０５ 8.68 9.05 9.45 10.04 ↑
3.40

番号 業務指標名

5.50

R２

竜王町　指標値

前回計画
R７目標

R４

11.21 8.00
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(３)持続（健全な事業経営）

　持続面においては、安定したサービスの提供に資するための事業運営の健全性・安定性、

水道を支える技術力の維持・向上に関わる指標が挙げられます。

＜施設効率の向上＞

　「施設利用率」は、施設能力に対する一日平均配水量の割合を表すもので、水道施設の

効率性を表す指標の一つで、施設が効率的に利用されていると数値が高くなります。経営

効率の観点からは、数値が大きいほど効率的であるとされますが、施設更新および災害事

故への対応の観点では、数値が小さいほど非常時への対応ができることから、一定の余裕

は必要です。

　「有収率」は、年間総配水量に対する有収水量の割合を示し、施設の稼働状況が収益に

つながっているかを判断する指標の一つです。この数値が高いことは、有効的に水道水が

使用されていることを表しており、１００％に近いほど良いとされています。

　有収率が低い要因として、漏水が多いことやメーターの不感などが考えられ、施設効率

が高くても収益につながらないこととなるため、有収率の向上対策を講じる必要がありま

す。

　「管路更新率」は、管路の延長に対する更新された管路の延長の割合を示すもので、信

頼性確保のための管路更新の執行度合いを表す指標の一つです。

　業務指標が毎年１％程度で推移している場合には、水道事業体における管路更新事業規

模が概ね１００年周期であると考えることができます。また、法定耐用年数を４０年と考

えれば、平均年２．５％の更新が必要です。

＜健全な経営の維持＞

　「営業収支比率」は、営業費用が営業収益によってどの程度賄われているかを示すもの

で、比率が高いほど営業利益率が良いことを表し、１００％を下回ると営業損失が生じて

いることを意味します。

　「経常収支比率」は、経常費用（営業費用＋営業外費用）が給水収益などの経常収益（

営業収益＋営業外収益）によってどの程度賄われているかを示すもので、水道事業の収益

性を示す指標です。この指標は１００％以上であることが望ましいとされます。

　「料金回収率」は、給水原価に対する供給単価の割合を示すもので、水道事業の経営状

況の健全性を表す指標です。この指標が１００％を下回っている場合、給水に係る費用が

給水収益以外で賄われていることを示しており、１００％を上回っていれば、給水に係る

費用が料金収入で賄われていることになり、健全な経営状態にあると言えます。

　「供給単価」は、給水収益を年間有収水量で除した数値であり、有収水量１㎥当たりに

ついて、どれだけの収益を得ているかを表し、高い方が経営持続性の観点からは望ましい

と言えます。

　「給水原価」は、有収水量１㎥当たりについて、どれだけの費用がかかっているかを表

し、低い方が水道事業体にとっても受益者にとっても望ましいと言えます。

　第3章　水道事業の現状と課題
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施設利用率

（％）

有収率

（％）

管路更新率

（％）

営業収支比率

（％）

経常収支比率

（％）

料金回収率

（％）

供給単価

（円/㎥）

給水原価

（円/㎥）

Ｂ１０４：年々減少傾向にあり、全国平均値および類似事業体平均値よりも低い状況です。

Ｂ１１２：増加傾向にあり、令和６年度時点で前回計画の目標水準を超え、全国平均値および類似事業

体平均値よりも高い状況です。

Ｂ５０４：増減を繰り返しながら推移し、前回計画の目標値は達成できないと予測されます。全国平均

値および類似事業体平均値よりも少し高い状況です。

Ｃ１０１：増減を繰り返しながら推移し、いずれも１００％を下回っているものの、前回計画の目標値

は達成できると予測されます。

Ｃ１０２：１００％を上回る水準ですが、減少傾向にあるため今後対策の必要があります。

Ｃ１１３：一時的に増加し１００％を上回りましたが、その後の減少により１００％を下回っています。

前回計画の目標値を超える水準は保てているものの、さらなる改善が必要です。

Ｃ１１４：微増傾向にあり、全国平均値および類似事業体平均値よりも高い状況です。

Ｃ１１５：微増傾向にあり、全国平均値および類似事業体平均値よりも高い状況ですが、前回計画の目

標値を下回ると予測されます。

　本町の水道事業を将来にわたり安定して運営していくためには、限られた財源の中で、

健全な経営基盤を維持しながら必要な施設更新を計画的に進めることが求められます。

　事業費の多くを占める老朽管更新費用が今後さらに増加する見込みである一方、人口減

少の進行に伴い料金収入は大きく伸びにくい状況にあります。このような環境の中で、効

率的な施設運用や適切な更新投資を組み合わせながら、持続可能な事業運営を確保してい

く必要があります。

　本町としては、これらの指標や現状分析を踏まえつつ、効率的な施設運用の推進、適切

な更新投資、経営改善の取り組みを組み合わせ、持続可能な水道事業の実現に向けて計画

的に取り組んでいきます。

50.17 49.33
59.70

104.04 —
108.50

↑

↑
176.40

Ｂ１１２ 91.40 91.90 93.60 93.80 93.50 91.90
85.20

↑
82.00

Ｂ５０４

Ｃ１０２ 110.24 113.83 111.07 113.95

50.75

番号 業務指標名

竜王町　指標値

前回計画
R７目標

R４
望ましい

方向R２ R３ R４ R５ R６
上：全国平均

下：類似事業体

Ｂ１０４ ↑
59.00

　第3章　水道事業の現状と課題

【水道事業ガイドラインに基づく業務指標による比較】

47.78 48.37 —

0.44 0.65 0.42 1.26
0.41

↑
0.34

Ｃ１０１ 91.95 98.47 95.02 98.07 94.71 74.00
93.90

↑
92.30

0.58 0.46

107.40

Ｃ１１３ 96.18 97.65 97.99 101.05 92.15 83.00
97.60

↑
96.50

Ｃ１１４ 186.89 187.26 186.95 187.42 189.02 183.10
173.60

Ｃ１１５ 191.39 185.03 190.76 185.47 205.10 219.46
177.90

↓
182.30
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(１)給水人口の見通し

　本町の給水人口は、平成２７年度の１１，９０１人から令和６年度の１０，８３３人へ

と減少傾向で推移しています。全国的にも人口減少が見込まれることから、給水人口も同

様の傾向が予測されます。

　将来推計については、国立社会保障・人口問題研究所（以下、社人研）の「日本の地域

別将来推計人口」をもとに、給水人口の実績値との比較から算出した補正係数（０．９４

９）を社人研推計値に乗じて算出しました。その結果、目標年度（計画期間）令和１７年

度における給水人口は９，５３７人となり、令和６年度に対して約１２％減少、５０年後

には４，９７５人と約５４％の減少が見込まれます。

(２)水需要の見通し

　給水収益の基となる有収水量は、平成２７年度の１，４９４，４１１㎥から令和６年度

の１，４１９，０７０㎥へと緩やかに減少しています。今後も人口減少や節水機器の普及、

節水意識の高まりにより、減少傾向が続くことが予測されます。

　将来推計については、令和６年度の実績値から算出した１人当たり年間有収水量（１３

１㎥／人／年）を基準とし、将来の給水人口推計値に乗じて算出しました。その結果、目

標年度（計画期間）令和１７年度には１，２４９，３４７㎥となり、令和６年度比で約１

２％減少、５０年後には６５１，７２５㎥と約５４％の減少が見込まれます。これは給水

人口の減少率と同じであり、人口動向が有収水量の推移に直接的に反映される結果となっ

ています。

　第4章　将来の事業環境の予測

【給水人口と水需要の推計】
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1.　基本理念

　本町の水道は、これまで多くの町民の理解と協力に支えられ、地域の暮らしと産業を支

える重要な基盤として発展してきました。

　しかし今後は、人口減少や施設の老朽化進行、自然災害リスクなど、水道事業を取り巻

く環境は一層厳しくなることが見込まれます。

　こうした状況の中で、次代を担う子どもたちを含め、未来の竜王町に安心して受け継ぐ

ことのできる水道を維持していくことが求められています。

　この考えを踏まえ、新たな基本理念を次のとおり掲げ、その目指すべき将来像に向けて

事業運営に努めます。

2.　施策目標

　町民が安心して利用できる水道を次世代へ継承することができるように、国の「新水道

ビジョン」で示されている「安全・強靭・持続」の３つの視点を基本に据えつつ、本町で

は前計画と同様に「サービス」を加え、４つの柱を施策目標として設定し、それぞれの目

標に基づき、今後の取り組みを計画的に進めて行きます。

水道事業の目指す将来像

♦健全で持続可能な事業経営

人口減少や施設の老朽化の進行など厳しい環境下でも健全な経営を維持し、
安心して使い続けられる水道を目指します

♦サービスで支える住民との協働

水道に関する情報提供や丁寧な対応を通じ、町民との信頼性を高め、事業運
営への理解を得ながら、持続可能な水道を目指します

　第5章　水道事業の目指すべき将来像

町民とともに、未来へつなぐ安心と信頼の水道

♦安全で安心な水の供給

いつでもどこでも安心しておいしく飲める水道水の供給を目指します

♦強靭でしなやかな水道

自然災害や事故に強く、被災時も迅速に復旧できる、しなやかでたくましい
水道を目指します
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3.　実現施策の体系

　本町の施策目標に基づき、今後取り組むべき具体的な実現施策について、以下に体系図

を示します。

　第5章　水道事業の目指すべき将来像

施策目標 具体的な実現施策

安全で安心な水の供給

水質管理体制の強化

有収率の向上

施設効率の向上

安
全

強靭でしなやかな水道

老朽化施設の更新

施設・管路の耐震化

危機管理体制の確立

強
靭

健全で持続可能な事業経営

経営基盤の強化

投資の合理化

組織・体制の強化

持
続

サービスで支える住民との協働

情報提供の充実

丁寧で迅速な対応

協働の推進

サ
ー
ビ
ス
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　第５章で定めた本町水道事業の目指す将来像を実現するための基本方針および施策目標

を実行し、町民が安心して利用できる水道を次世代へ継承することができるように、具体

的な取り組みをまとめました。

1.　安全

＜安全で安心な水の供給＞

　水道は生活を支える最も基本的なライフラインであり、その信頼性は「安全性」によっ

て担保されます。水質検査計画を策定し、基準に則った検査を行うとともに、供給後の管

路や給水設備においても品質が損なわれないよう継続的な管理を徹底しています。

　また、有収率の向上や施設の効率的な運用にも努めることで、安定的な水の供給体制を

維持します。

　こうした取組により、町民がいつでも安心しておいしく水を利用できる環境を確保し、

安全性と品質を両立させた信頼される水道を将来にわたり提供し続けることを目指します。

【施策目標】

　・水質管理体制の強化

　・有収率の向上

　・施設効率の向上

①水質管理体制の強化

　本町では、安全でおいしい水をお届けするため、水質検査計画に基づき適切な検査を実

施し、その結果をホームページで公表しています。さらに、水道施設の適正な維持管理や

リスク管理を通じて清浄な水質を維持するとともに、検査技術の向上や基準改正への対応、

検査項目の見直しなどを重ね、水質管理体制の充実を図っています。

　今後も、こうした取り組みを継続することで、将来にわたって安全で信頼できる水道水

の確保を目指します。

②監視体制の強化

　湖南用水や本町では、残留塩素をはじめとした水質を自動計器で常に監視しており、万

一異常があった場合にもすぐに対応できる仕組みを備えています。

　第6章　将来像実現のための施策

水質管理体制の強化
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　令和６年度の有収率は９３．５％であり、料金収入に結び付かない配水量が１日あたり

約２７２㎥となっています。これにより、湖南用水の受水料金にも影響を及ぼしています。

　有収率の向上は、こうした無駄な受水量を削減し、施設の運転経費や受水料金の抑制に

つながる重要な取り組みです。

　そのため、主な要因である漏水の早期発見・改善に向けて、継続的な漏水調査の実施や

老朽化した管路の計画的な更新を進め、効率的で安定した配水運営を実現していきます。

●管路布設替工事の状況

　現在の水道施設は、人口増加を見込んで整備された時期のものが多く、人口減少が進む現

在では、施設規模が過大となっている可能性があります。

　今後は、将来の水需要の変化を見据え、施設更新の際にはダウンサイジング（規模の適正

化）や統合を進めることで、効率的かつ安定的な水の供給体制を維持していきます。

水源の水質事故件数

（件）

施設利用率

（％）

有収率

（％）

望ましい
方向

↓

↑

Ｂ１１２ 93.50 93.50 ↑

　第6章　将来像実現のための施策

番号 業務指標名

Ａ３０１

Ｂ１０４

R６実績値

0

48.37

今回計画
R１７目標値

0

48.37

【「安全」における業務指標の目標値】

有収率の向上

施設効率の向上
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2.　強靭

＜強靭でしなやかな水道＞

　地震や豪雨などの自然災害時においても水道は人々の命と生活を守る不可欠な基盤であ

り、被災を最小限に抑え、断水や減水を防ぐことが求められます。

　そのため、施設の耐震化や計画的な更新、バックアップ体制や広域連携の構築を進める

ことで、被災時であっても迅速に復旧できる強くしなやかな水道を構築していきます。

　平常時には事故率の低減や施設健全度の維持に努め、非常時には確実に生活用水を確保

できる体制を整え、安定給水を継続できる強靭な水道を目指します。

【施策目標】

　・老朽化施設の更新

　・施設、管路の耐震化

　・危機管理体制の確立

　現在、町内には約１４０ｋｍに及ぶ管路が布設されており、これらを適切に維持・更新し

続けることが、今後の安定供給を支える鍵となります。老朽化による漏水や破損を未然に防

ぐため、耐用年数を迎えた管路を計画的に更新するとともに、耐震管への布設替えを進める

ことで、安全性と信頼性の高い配水体制を構築します。

　また、更新にあたっては、道路改良など他事業との連携を図ることで効率的な整備を進め、

将来の更新費用の平準化や財政負担の軽減にも取り組みます。こうした取り組みを通じて、

限られた資源を有効に活用しながら、長期的に安定した水道サービスを提供できる体制の確

立を目指します。

●耐震管・非耐震管の地震時のイメージ

　第6章　将来像実現のための施策

老朽化施設の更新
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　本町の水道施設では、地震発生時にも安定した給水を確保できるよう、施設および管路の

耐震化を計画的に進めています。主要配水池である山中配水池および薬師配水池については、

既に耐震構造への改修を完了しており、緊急遮断弁や遮水システムも備えることで、災害時

における水の確保体制を強化しています。一方、山之上配水池は従たる位置付けであり、重

要度やコスト面を考慮して現時点では耐震化の対象外としています。

　また、下水道整備に合わせて進めてきた管路更新により、これまで耐震性の向上を図って

きましたが、下水道の布設完了後は「老朽管更新計画」および「上水道管更新計画」に基づ

き、水道事業として独自に耐震化を推進しています。特に、基幹施設に接続する管路や、破

損時に重大な二次災害の恐れがある管路などを「基幹管路」として位置付け、優先的に耐震

管への布設替えを進めています。

　さらに、その他の配水幹線管についても、重要度や老朽度、漏水発生頻度などを考慮し、

順次耐震性の高い管材へ更新することで、全体的な耐震化率の向上を図ります。今後も、災

害に強く、復旧力の高い給水体制を確立するため、計画的かつ着実に耐震化に取り組んでい

きます。

●耐震性能（令和６年度末時点）

　本町の水道事業では、地震などの自然災害をはじめ、水質事故や渇水などの不測の事態に

備え、迅速かつ的確に対応できる危機管理体制の構築に取り組んでいます。災害時の対応手

順や復旧体制を明確にするため、危機管理マニュアルを整備するとともに、必要に応じて内

容の見直しや更新を行い、より実践的な体制づくりを進めます。あわせて、水道事故が発生

した際、防災所管課とも連携しながら庁内全体として対応できるような体制づくりも取り組

みます。

　また、災害時の給水確保に向けて、令和５年度には新たに給水車および給水タンクを配備

し、断水時における給水手段の確保を図りました。加えて、受水先である滋賀県企業庁や近

隣水道事業体との連携体制を構築し、緊急時における相互支援や資材の共同活用を検討しま

す。さらに、施設や管路の台帳整備、防災行政無線を活用した情報伝達体制の強化など、平

常時からの備えにも継続的に取り組みます。

　今後も、災害や事故などの非常時においても町民の生活を守ることができるよう、ハード

とソフトの両面から危機管理体制の充実を図り、安心して利用できる水道の実現に取り組ん

でいきます。

　第6章　将来像実現のための施策

基幹管路の延長（ｍ）

51,363

耐震管の延長（ｍ）

12,130

耐震化率（％）

23.6

危機管理体制の確立

施設・管路の耐震化
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法定耐用年数超過管路率

（％）

管路更新率

（％）

管路の耐震管率

（％）

基幹管路の耐震適合率

（％）

●給水車および給水タンク

【年度別管路健全度】

Ｂ６０６－２

Ｂ５０４

　第6章　将来像実現のための施策

R６実績値
今回計画

R１７目標値
望ましい

方向

19.84 35.00 ↓

0.42 0.70 ↑

11.21 16.50 ↑

番号 業務指標名

Ｂ５０３

Ｂ６０５

23.62 34.00 ↑

【「強靭」における業務指標の目標値】

R17目標値

健全施設65％

老朽施設35％
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3.　持続

＜健全で持続可能な事業経営＞

　人口減少や節水傾向の進行により、将来的には給水収益の減少が避けられない中で、水

道事業は健全な経営基盤を確保し、安定的に水を供給し続けることが求められます。その

ため、経営の効率化や料金水準の見直し、人材育成と技術継承を進め、事業を持続可能な

形で次世代へ引き継ぐことが重要です。

　また、老朽化施設の計画的な更新と併せて、広域連携や官民協働を活用し、最適な事業

形態を構築することで、将来にわたり町民から信頼される水道を実現していきます。

【施策目標】

　・経営基盤の強化

　・投資の合理化

　　・組織、体制の強化

　

　水道事業を将来にわたって安定的に運営していくためには、財政の健全性を確保しつつ、

計画的に施設更新や維持管理を進めていくことが重要です。本町では、これまで適切な料

金設定の検討や経費削減などの経営努力により、安定した事業運営を維持してきましたが、

人口減少や施設の老朽化が進行するなか、収入の減少と更新費用の増大という二重の課題

に直面しています。

　こうした状況を踏まえ、将来の収支見通しをもとにした中長期的な財政計画を策定し、

料金水準の適正化についても検討を行ったうえで、健全な事業運営に努めます。また、経

営指標や財務状況の分析を継続的に行い、効率的な事業運営体制の確立を図ります。

　また、本町では未収金削減に向け、関係部署や包括業務委託事業者と連携しながら、文

書や訪問等による納付の督促を継続的に実施しており、一定の改善効果が見られています。

今後も、料金負担の公平性を確保する観点から、未収金対策を重要な取組みの一つとして

位置付け、収入の確保と事業運営の安定化を図っていきます。

　これらの取り組みを通じて、限られた財源の中でも、必要な更新投資を計画的に行い、

安全で安心な水を安定的に供給できる強固な経営体制の構築に努めます。

　第6章　将来像実現のための施策

経営基盤の強化
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　限られた財源の中で将来にわたって安全・安心な水道水を安定的に供給していくために

は、投資の重点化と効率化を図ることが不可欠です。老朽化した施設や管路の更新・耐震

化については、国の交付金や補助制度の活用を図りながら、費用対効果を踏まえた計画的

な投資を行います。

　また、人口減少や需要の変化を見据え、過剰となっている施設のダウンサイジングや統

合、さらには管路ルートの最適化などを検討し、将来的な維持管理費の縮減を目指します。

　これらの取り組みを通じて、長期的な視点に立った効率的かつ持続可能な施設整備を進

め、限られた資源を最大限に活用できる投資の仕組みづくりに取り組んでいきます。

①技術の継承と人材育成

　水道事業の運営には、高度な専門知識と現場経験が求められます。熟練職員の退職など

に伴って技術力が低下することから、今後は組織として持続的に技術力を維持・向上でき

る体制づくりが必要となります。

　本町では、日常業務を通じたＯＪＴ（実務訓練）の充実や内部研修の実施に加え、日本

水道協会などが実施する外部研修への積極的な参加を推進し、水道技術・管理技能の習得

を図ります。

　また、維持管理に関することのマニュアル化や、退職職員などの知見を活用した技術指

導を行うことで、次世代への技術伝承を確実なものとします。こうした人材育成の取り組

みを通じて、効率的かつ安定した経営を支える組織体制の強化を進め、安全で信頼される

水道事業の運営を継続していきます。

②官民連携・広域化の検討

　本町では、平成２６年度より上下水道料金徴収業務などを含む包括的外部委託を実施し

民間のノウハウや柔軟な運営力を活かした事業運営に取り組んできました。今後も、事業

運営の効率化やサービス向上の観点から、業務の特性を踏まえた民間活力の活用について、

引き続き検討を進めていきます。

　また、県が掲げる「滋賀県水道広域化推進プラン」の方針に沿い、近隣市町や県との連

携のあり方についても研究・検討を重ねていきます。特に、人的支援体制の確保や事務・

技術面での共同研修、資材の共同利用など、将来的な広域連携の可能性を視野に入れつつ、

持続可能な運営体制の構築に向けた方向性を探っていきます。

　こうした取り組みを通じて、人口減少や職員の世代交代といった課題にも対応できる、

効率的かつ持続可能な水道事業運営体制の構築を目指します。

　第6章　将来像実現のための施策

投資の合理化

組織・体制の強化
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③ＤＸ推進の取り組み・ＡＩ技術の活用

　本町では、水道管路情報システムを導入し、日常の維持管理に活用しているほか、工事

の影響や漏水事故などが発生した際に、断水区域を把握できるよう情報管理を行っていま

す。また、各管路の情報を入力することで、管種、管径、竣工年度などの情報を一元的に

管理し、今後の更新計画に役立てるなど、情報管理の高度化を図っています。

　さらに、DX技術を活用した取り組みとして、衛星画像を用いて水道管からの漏水を効率

的・高精度に検知する調査手法があり、本町においても令和８年度から活用する予定です。

　今後も引き続き、人手不足などの課題に対応するため、業務の効率化につながるさまざ

まな技術について情報収集に努め、積極的な導入・活用を図っていきます。

営業収支比率

（％）

経常収支比率

（％）

料金回収率

（％）

●中央監視装置

　第6章　将来像実現のための施策

【「持続」における業務指標の目標値】

番号 業務指標名

Ｃ１０１

Ｃ１０２

Ｃ１１３

R６実績値
今回計画

R１７目標値
望ましい

方向

91.95 90以上 ↑

104.04 100以上 ↑

92.15 100以上 ↑
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4.　サービス

＜サービスで支える住民との協働＞

　水道事業を将来にわたって持続させていくためには、町民との信頼関係を築き、事業運

営への理解と協力を得ることが欠かせません。

　水道は、日常の生活を支える基盤であるとともに、老朽化対策や料金制度の見直し、災

害時の対応など、町民生活に密接に関わる多様な課題を抱えています。

　こうした課題に対し、行政からのわかりやすく丁寧な情報提供、利用者一人ひとりに寄

り添った迅速な対応、そして地域とともに課題を解決していくことが必要です。

　そのため本町では、町民と行政が同じ方向を向きながら、水道の未来をともに支える取

組みを進めていきます。

【施策目標】

　　・情報提供の充実

　・丁寧で迅速な対応

　　・協働の推進

　水道事業の現状や水質情報、工事情報、料金制度など、町民の関心が高い情報を分かり

やすく発信できるよう、広報紙やホームページ、しるみる竜王など多様な媒体を活用しま

す。

　断水や工事の予定など、生活に影響のある情報については、事前案内や進捗状況の共有

を丁寧に行い、町民が不安なく水道を利用できる環境を整えます。

　また、検査結果や経営状況などの透明性を高める情報公開にも取り組み、事業への理解

促進を図ります。

　漏水や断水、水質、料金に関する相談など、町民の方から寄せられる声にこれまで以上

に丁寧かつ早く対応できるよう体制の見直しを進めます。

　竜王町上下水道料金お客様センターとも協力し高齢者や子育て世帯など、どなたでも相

談しやすい窓口づくりを心がけるとともに、緊急時には状況を早く把握し、必要な情報を

できるだけ早くお伝えできるよう努めます。

　また、各種申請や手続きについても、町民の利便性向上の観点から、申請方法の簡素化

や、インターネットを活用した申請手続きの導入について検討を進め、時間や場所にとら　

われず利用できる環境づくりを目指します。

　このような取り組みを通して、身近で利用しやすい水道サービスを目指します。

　第6章　将来像実現のための施策

情報提供の充実

丁寧で迅速な対応
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　水道施設の更新や災害対策など、町民生活に関わる取り組みを進めるにあたり、地域の

意見をできる限り伺いながら進めていくことを大切にします。

　自治会などとも連携し、漏水の早期発見や節水の呼びかけなど、日頃の維持管理にも協

力いただけるような仕組みづくりを進めます。　

　また、必要に応じて説明会や意見交換の場を設け、事業内容を理解していただける機会

を増やしていきます。

　こうした取り組みを通して、安心して利用できる水道を地域とともにつくっていきます。

【「サービス」における目標値】

項目 R1 R７
今回計画

R１７目標値

　第6章　将来像実現のための施策

61.7 64.1 65.0以上
（％）

「上下水道の整備」の満足度

協働の推進
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１.　投資・財政計画について

　投資・財政計画では、経営方針に基づく施策を反映させ、投資に関する試算とともに、

それ以外の経費も考慮しながら、収益的収支と資本的収支の将来の見込みを算出します。

※１…他会計負担金・町補助金

※２…減価償却費＋資産減耗費－（長期前受金戻入＋除却分長期前受金収益）

純利益

　第7章　投資・財政計画

収 益 的 収 支 資 本 的 収 支

収入 支出 収入 支出

他会計負担金

補助金

工事負担金繰入金（※１） 支払利息

その他

その他

損益勘定留保資金（※２）

減債積立金

建設改良積立金

その他

補
て
ん
財
源

企業債償還金

建設改良費
料金収入

長期前受金戻入

減価償却費

受水費

維持管理費

補てん財源

企業債
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2.　投資・財政計画の設定条件

　投資・財政計画における推計の設定条件は以下のとおりです。

(１)収益的収支

(２)資本的収支

・水量予測及び受水費単価の上昇を考慮して推計

長期前受金戻入
・国庫補助金などにより取得した既存資産及び投資計画に基づく
新規取得資産の収益化分

・令和６年度実績値を基に推計

営
業
外
収
益

　第7章　投資・財政計画

・基準内繰入金は、令和６年度実績値を基に推計
・基準外繰入金は、過年度の実績値を考慮し一定量を計上

・人口予測及び給与改定などによる上昇率を考慮して推計

経費 ・人口予測及び物価高騰による上昇率を考慮して推計

受水費

・令和６年度実績値を基に推計

その他 ・令和６年度実績値を基に推計

営
業
収
益

補助金

国県補助金 ・更新事業費の２０％を計上

項目 設定条件

料金収入 ・人口の予測による水量の減少を考慮して推計

受託工事収益

減価償却費
・既存資産及び投資計画に基づく新規取得見込みの資産の耐用年
数に基づく減価償却費額

その他

営
業
費
用

職員給与費

工事負担金 ・令和６年度実績値を基に推計

資
本
的
収
入

営
業
外
費
用

支払利息
・既存施設：既存企業債の償還額に基づき計上
・新規施設：利率１．５％として推計

その他 ・雑支出などについて令和６年度実績値を基に推計

特別利益 ・令和６年度実績値を基に推計

特別損失 ・令和６年度実績値を基に推計

項目 設定条件

企業債 ・（更新事業費－国県補助金）×８０％

他会計負担金 ・計上しない

資
本
的
支
出

企業債償還金
・既存施設：償還計画に基づき計上
・新規施設：５年据置、２５年償還として推計

その他 ・令和６年度実績値を基に推計

建設改良費
・令和７年度～令和８年度：基幹管路更新費＝約１～２億円
・令和９年度以降：竜王ライン更新費＋基幹管路更新費＝３億円
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3.　投資計画

　計画期間内における投資計画は、以下に示すとおりです。

　投資額には、建設改良費として「改良事業費」と「固定資産購入費」が含まれます。

　改良事業費については、令和７年度および令和８年度では、主に基幹管路更新費用とし

て約２～２.６億円を見込み計上しています。その後、令和９年度以降は管路更新費用に加

え、滋賀県企業庁と合同で実施予定の竜王ライン更新工事費を合わせ、年間で概ね３億円

を見込んでいます。

　一方、固定資産購入費には主に量水器などの機器類の費用が含まれており、令和６年度

決算値を基準として、物価上昇分を踏まえた毎年度１．１１％の増加を見込んで計上して

います。

(単位：千円)

　第7章　投資・財政計画

事業区分 R7 R8 R9 R10 R11 R12

建設改良費 192,642 263,155 300,248 300,251 300,254 300,257

減価償却費 87,533 92,543 101,060 110,258 116,875 125,520

長期前受金戻入 24,807 24,991 26,721 28,595 30,556 32,475
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固定資産購入費 260 263 266 269 272 2,827

事業区分 R13 R14 R15 R16 R17 合計
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減価償却費 135,392 144,063 153,543 163,180 170,690 1,400,657

長期前受金戻入 34,456 36,097 37,936 39,809 41,801 358,244

192,642 

263,155 

300,248 
300,251 

300,254 
300,257 

300,260 
300,263 

300,266 
300,269 

300,272 

87,533 92,543 101,060 
110,258 116,875 125,520 

135,392 
144,063 

153,543 
163,180 170,690 

24,807 24,991 26,721 28,595 30,556 32,475 34,456 36,097 37,936 39,809 41,801 
0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

建設改良費 減価償却費 長期前受金戻入

年度

単位：千円

- 37 -



4.　財政計画

　現行料金体系を維持した場合の計画期間内における財政計画は、以下に示すとおりです。

（単位：百万円）

※収益的収支は消費税抜き、資本的収支は消費税込み（消費税率10％）

0 0 0
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93
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(１)収益的収支

　収入については、有収水量の減少に伴い、料金収入が徐々に減少し、全体の収入も減少

する見込みです。全体の収入は、１０年間で約２．２千万円の減少が予想されます。

　支出については、令和９年度に受水費単価の引上げが見込まれその改定率を反映してい

ます。また、期間中の投資額増加に伴い、減価償却費および企業債の支払利息は１０年間

でおよそ２．６倍に拡大する見込みです。これらの影響により、全体の支出は今後１０年

間で約１億円増加すると見込まれます。

　収入の減少と支出の大幅な増加により赤字経営となる見通しであり、１０年後には純損

失が１億円を上回ると見込まれ、今後の安定的な財源確保のため、料金水準の見直しを検

討する必要があります。（シミュレーション結果　表７.１）

【 収益的収入の見通し 】

【 収益的支出の見通し 】

【 収益的収支と純損益の見通し 】
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(２)資本的収支

　収入については、建設改良費の増加に伴い、企業債の借入や補助金が増加する見込みで

す。全体の収入は、１０年間で約９千万円の増加が予想されます。

　支出については、令和９年度より実施予定としている竜王ライン更新工事により、建設

改良費が増加する見込みです。また、企業債の借入に伴い、企業債償還金も増加する見込

みです。全体の支出は、１０年間で約１．６億円の増加が見込まれます。

　建設改良費の大幅な増加に伴い、企業債の借入や補助金も増加を見込んでいるため、不

足額は支出額ほどの大きな変化はなく、１０年後には約１．５億円になる見込みです。

（シミュレーション結果　表７.２）

【 資本的収入の見通し 】

【 資本的支出の見通し 】

【 資本的収支と差引不足額の見通し 】
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(３)企業債残高

　企業債発行額については、令和７年度から令和９年度にかけて約１．９億円へと増加し

ていき、その後は横ばいで推移する見通しです。企業債残高は令和７年度の約１７億円か

ら令和１７年度には約２９億円まで増加する見込みです。また、元金償還額は令和７年度

の約４．７千万円から令和１７年度には約９．９千万円まで増加しており、特に令和１２

年度以降の増加が顕著となっています。

　この背景には、施設の改築・更新のほかに重要管路である竜王ライン更新工事が予定さ

れていることがあります。これらの投資に伴い企業債の発行額が増加し、償還負担も今後

さらに増加する見込みです。償還計画は５年据置２５年償還で計画しているため、竜王ラ

イン更新工事に関わる償還額はまだ本格的に表れていませんが、将来的には財政負担が一

層重くなることが予想されます。

　こうした状況は、収益的収支にも影響を与えています。投資額と企業債発行額の増加に

伴い、減価償却費と支払利息が増加しており、これが収益的収支を圧迫しています。水道

事業は本来、料金収入で運営費などを賄う必要がありますが、費用の増加により収益構造

が厳しくなり、料金水準の見直しが避けられない状況になりつつあります。

(４)業務指標

　第7章　投資・財政計画

料金収入に対する
企業債残高の割合

70.4

268.5

528.0

939.1

R17

69.5

59.2

319.3

329.3

1230.2
企業債残高対
給水収益比率

％ ↓

料金回収率 ％ 100％以上

流動比率 ％ 100％以上

610.5

R6

料金収入で回収すべき経費の
料金収入回収割合

年間有収水量１㎥当たりに

係る費用

流動負債に対する
流動資産の割合

現状

104.0

92.2

205.1

852.4

R12
指標名 単位 望ましい方向

経常収支比率 ％ 100％以上80.5

給水原価 円/㎥ ↓

【 企業債残高などの推移 】

計画期間
内容

料金収入などの収益で
処理費用を賄っている割合

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

企業債発行額 元金償還額 企業債残高

年度

単位：千円

- 41 -



表７.１＜収益的収支＞
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6
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2
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)
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)

健
全

化
法
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則
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に

規
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不
足

額
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1
7

条
に

よ
り

算
定

し
た
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動
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動

負
債
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出

計
経

常
損

益
(C
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(D

)

特
別

利
益

特
別

損
失

特
別

損
益

(F
)-

(G
)

収 益 的 収 支 当
年

度
純

利
益

（
又

は
純

損
失

）
(E

)+
(H

)

繰
越

利
益

剰
余

金
又

は
累

積
欠

損
金

流
動

資
産

う
ち

未
収

金

収 益 的 収 入

材
料

費
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営
業

費
用

職
員

給
与

費

資
産

維
持

費

基
本

給

長
期

前
受

金
戻

入

そ
の

他

収
入

計
そ

の
他

令
和

１
６

年
度

令
和

１
７

年
度

令
和

１
０

年
度

令
和

１
１

年
度

令
和

１
２

年
度

令
和

１
３

年
度

補
助

金
他

会
計

補
助

金
そ

の
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補
助

金

営
業

外
収

益

料
金

収
入

受
託

工
事

収
益

そ
の

他

令
和

８
年

度

営
業

収
益

令
和

９
年

度
令

和
１

４
年

度
令

和
１

５
年

度

そ
の

他
減

価
償

却
費

営
業

外
費

用

退
職

給
付

費
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表７.２＜資本的収支＞

　第7章　投資・財政計画

投
資

・
財

政
計
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水
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事
業

　
(法

適
用
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業

・
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本
的

収
支

)　
税

込
（
単

位
：
千

円
）

年
　

　
　

　
　

　
度

令
和

６
年

度
令

和
７

年
度

区
　

　
　

　
　

　
分

（
決

算
）

（
本

年
度

）

１
．

4
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4
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1
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0

1
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0

２
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３
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0
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9
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6
6

3
8
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8
0

5
2
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8
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6
0
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0

6
0
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0

6
0
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0

6
0
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0
0

6
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

6
0
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0
0

７
．

８
．

９
．

(A
)

5
0
5
,1

8
6

1
6
1
,6

1
6

2
2
0
,8

4
4

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0
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0

2
5
2
,0
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0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
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0
0

2
5
2
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0

2
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2
,0
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0

2
5
2
,0
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0

(B
)

(C
)
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0
5
,1

8
6

1
6
1
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6

2
2
0
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0
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0

2
5
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0
0

2
5
2
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0
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2
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0
0
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2
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2
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0
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2
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0
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2
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0
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．
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2
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2
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3
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0
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4
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3
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3
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3
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0
0
,2

6
6

3
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9
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9
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7
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8
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2
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0
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6
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6
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7

2
7
,2
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7
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7
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)

1
0
9
,2

1
6

7
7
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3
8
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2
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8

1
0
1
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3
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0
3
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2
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0
4
,1
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9

1
1
7
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6

1
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9
,1
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6

1
2
5
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8
1
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2
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9
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9

(E
)-

(F
)
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1
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1
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3
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2
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入
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位
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度

令
和
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度
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7
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1
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1
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2
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5
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4
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7
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2
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6

2
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6
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2
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7
6

2
,9

7
6

2
,9

7
6

2
,9
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2
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6

2
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6
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6

2
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6
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9
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1
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7
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5
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5
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6
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2
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2
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2
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8
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8
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2
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1
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1
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3
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6
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2
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7
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2
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7
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1
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8
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4
2

2
5
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9
4
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5
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4
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5
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4
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5
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4
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5
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補
塡
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源

不
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額

他
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計
借

入
金
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高

企
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う
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う
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繰
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金

他
会

計
へ

の
支

出
金

そ
の

他

計

資
本
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(D
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(C

)

損
益

勘
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留
保

資
金

利
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剰
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越

工
事
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債
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資
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5.　料金水準の適正化の検討

(１)背景

　本計画期間内では、施設の改築や更新工事に伴い投資額の増加が見込まれており、それ

に対応するため企業債の発行額も増える状況があります。その結果、償還負担に加えて支

払利息や減価償却費も増加し、財務状況に影響が生じることが見込まれます。

　一方で、使用水量の減少による料金収入の減少傾向が続いており、費用の増加と収入の

減少が重なることで、将来的には資金繰りの余力が縮小していくおそれがあります。水道

事業は料金収入によって運営費を賄うことが基本であるため、現行の料金水準では十分な

収益を確保できない可能性があります。

　こうした状況を踏まえると、将来にわたり安定した水道サービスを維持するために、料

金水準の適正化について検討する必要があります。適正な料金設定により、更新投資や償

還負担に対応できる体制を整え、持続可能な水道事業の運営につなげていくことが求めら

れます。

(２)検討の方法

　本計画では、料金水準の見直し方法として、一度の料金改定により計画期間全体の黒字

化を図る方法と、複数回の段階的な料金改定により計画期間全体の黒字化を図る方法の２

つを整理しています。それぞれ事業運営の安定性や受益者負担への影響が異なるため、複

数の観点から比較検討を行います。

　また、将来の更新や修繕に備える費用を確保するため、資産維持費を考慮します。資産

維持率を0.5％と1.0％の２種類で設定し、これらを組み合わせた４つのパターンで試算を

行います。

※資産維持費：将来の施設更新や修繕に備えて一定の余裕を持たせるための費用

※資産維持率：資産の償却未済額に対する割合

　一度の料金改定による方法では、初期に比較的大きな改定率を設定する必要があります

が、改定回数が少ないことで将来の料金変動に対する受益者の不安を軽減できる利点があ

ります。一方、段階的な料金改定を行う方法は、事業計画の変更や物価変動などの不確定

要素に柔軟に対応しやすく、急激な料金変動による負担の偏りを避けられる点で有効です。

　なおここで示す試算は、あくまで検討に資する参考値であり、具体的な料金水準や改定

時期などを決定するものではありません。

　今後は、国の動向、補助金の活用可能性、受水費の変動、更新費用の精査などを踏まえ、

必要な財源の確保方法について慎重に検討を進める予定です。料金の見直しは町民生活に

影響のある事項であるため、負担への配慮や丁寧な説明を行いながら、持続可能な経営の

実現を目指します。

検
 
討
 
種
 
別

改定パターン 資産維持率
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一度の料金改定で「計画期間黒字」

0.5％

1.0％

①

②

段階的な料金改定で「計画期間黒字」

0.5％

1.0％

③

④
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(３)シミュレーション結果

①②一度の料金改定で「計画期間黒字」とした場合

（単位：千円、％）

資産維持費

当年度純利益

経常収支比率

料金回収率

資産維持費

当年度純利益

経常収支比率

料金回収率

③④段階的な料金改定で「計画期間黒字」とした場合

（単位：千円、％）

資産維持費

当年度純利益

経常収支比率

料金回収率

資産維持費

当年度純利益

経常収支比率

料金回収率

108.1% 104.3% 100.5% 96.9% 94.0%

R11R10

19,675 20,592

46,743 33,081

111.9%

35,414

112.2% 108.4%

104.3% 101.1%

R10：46％

【 一度の料金改定による純損益推計 】

項目料金改定率資産維持率
料金改定

R11

項目料金改定率資産維持率
料金改定

126.5% 122.4%

119.3% 115.8%

39,350 41,184

111,594 96,097

127.1%

R14：15％

R10：55％

R14：15％

25,13823,071 23,805 24,490①

111.8% 107.6% 103.8% 100.1% 96.6% 93.7%

42,931 44,580 46,142 47,609

21,466 22,290

R17

100.4%

118.4% 103.1%

48,980 50,276

79,680 61,863 46,451 30,639 14,882 1,547

106.5% 103.1%

料金改定

R12 R13 R14 R15 R16 R17

21,466 22,290 23,071 23,805

97.5% 93.7% 104.0% 100.2% 96.7% 93.7%

【 段階的な料金改定による純損益推計 】

97.0% 93.3% 103.5% 99.8% 96.3% 93.4%

42,931 44,580 46,142 47,609 48,980 50,276

19,657 2,600 45,151 29,356 13,616 298

104.5% 102.8% 100.1%100.6% 109.9% 106.3%

0.5%

②

③

0.5%

24,490

74,468 57,814 43,521 28,780 14,047

109.7% 106.2% 102.8% 100.1%108.3%

120.3% 116.6%

R10：79％

R10：68％

106.5% 100.3%

1.0%

R12 R13 R14 R15 R16

1,698

25,138

18,446 2,502 42,221 27,497 12,781 449

104.5% 100.6%

112.4%

1.0%

39,350④

103.6% 100.5%

41,184

50,245

122.8%

R10

20,59219,675

104,003 89,718

118.1% 113.6% 110.0%
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①一度の料金改定で「計画期間黒字」とした場合　資産維持率0.5％　＜収益的収支＞
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6
,5

5
9
,4

1
5

6
,4

8
8
,0

5
8

6
,4

0
5
,8

5
6

6
,3

2
3
,6

5
5

6
,2

4
1
,4

5
3

6
,1

5
9
,2

5
1

6
,0

7
7
,0

5
0

1
3
5
,1

6
6

1
3
5
,2

3
1

1
3
2
,6

6
0

1
3
1
,2

5
1

2
1
8
,4

6
3

2
1
6
,0

9
0

2
1
3
,7

3
9

2
1
1
,0

3
1

2
0
8
,3

2
3

2
0
5
,6

1
5

2
0
2
,9

0
7

2
0
0
,1

9
9

(K
)

4
8
1
,3

5
7

5
1
6
,2

3
6

5
4
8
,7

7
8

5
6
4
,2

9
7

5
7
5
,7

7
6

7
0
8
,6

4
6

7
3
0
,2

5
5

7
9
3
,6

4
9

8
6
7
,7

2
0

9
4
2
,8

8
2

1
,0

1
9
,2

0
9

1
,0

9
6
,6

6
0

4
6
,7

1
2

5
0
,0

9
7

5
3
,2

5
5

5
4
,7

6
1

5
5
,8

7
5

6
8
,7

6
9

7
0
,8

6
6

7
7
,0

1
8

8
4
,2

0
6

9
1
,5

0
0

9
8
,9

0
7

1
0
6
,4

2
3

4
3
2
,5

4
8

4
6
6
,1

3
9

4
9
5
,5

2
3

5
0
9
,5

3
6

5
1
9
,9

0
1

6
3
9
,8

7
7

6
5
9
,3

8
9

7
1
6
,6

3
1

7
8
3
,5

1
4

8
5
1
,3

8
2

9
2
0
,3

0
2

9
9
0
,2

3
7

( 
I 

)
(A

)-
(B

)

(L
)

(M
)

2
7
0
,7

4
6

2
7
0
,8

7
6

2
6
5
,7

7
4

2
6
2
,9

7
7

4
3
6
,0

4
7

4
3
1
,3

3
9

4
2
6
,6

7
4

4
2
1
,3

0
0

4
1
5
,9

2
6

4
1
0
,5

5
2

4
0
5
,1

7
8

3
9
9
,8

0
4

(N
)

(O
)

(P
)

健
全

化
法

施
行

規
則

第
６

条
に

規
定

す
る

解
消

可
能

資
金

不
足

額

健
全

化
法

施
行

令
第

1
7

条
に

よ
り

算
定

し
た

事
業

の
規

模

健
全

化
法

第
2
2

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

不
足

比
率

(（
N

）
/
（
P

）
×

1
0
0
)

地
方

財
政

法
施

行
令

第
1
5

条
第

１
項

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額

営
業

収
益

－
受

託
工

事
収

益
(A

)-
(B

)

地
方

財
政

法
に

よ
る

資
金

不
足

の
比

率
(（

L
）
/
（
M

）
×

1
0
0
)

健
全

化
法

施
行

令
第

1
6

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

の
不

足
額

1
2

う
ち

建
設

改
良

費
分

う
ち

一
時

借
入

金
う

ち
未

払
金

累
積

欠
損

金
比

率
（

×
1
0
0

）

そ
の

他
経

費
動

力
費

修
繕

費

支
払

利
息

流
動

負
債

支
出

計
経

常
損

益
(C

)-
(D

)

特
別

利
益

特
別

損
失

特
別

損
益

(F
)-

(G
)

収 益 的 収 支 当
年

度
純

利
益

（
又

は
純

損
失

）
(E

)+
(H

)

繰
越

利
益

剰
余

金
又

は
累

積
欠

損
金

流
動

資
産

う
ち

未
収

金

収 益 的 収 入

材
料

費

収 益 的 支 出

営
業

費
用

職
員

給
与

費

資
産

維
持

費

基
本

給

長
期

前
受

金
戻

入

そ
の

他

収
入

計
そ

の
他

令
和

１
６

年
度

令
和

１
７

年
度

令
和

１
０

年
度

令
和

１
１

年
度

令
和

１
２

年
度

令
和

１
３

年
度

補
助

金
他

会
計

補
助

金
そ

の
他

補
助

金

営
業

外
収

益

料
金

収
入

受
託

工
事

収
益

そ
の

他

令
和

８
年

度

営
業

収
益

令
和

９
年

度
令

和
１

４
年

度
令

和
１

５
年

度

そ
の

他
減

価
償

却
費

営
業

外
費

用

退
職

給
付

費
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①一度の料金改定で「計画期間黒字」とした場合　資産維持率0.5％　＜資本的収支＞

　第7章　投資・財政計画

投
資

・
財

政
計

画
　

水
道

事
業

　
(法

適
用

事
業

・
資

本
的

収
支

)　
税

込
（
単

位
：
千

円
）

年
　

　
　

　
　

　
度

令
和

６
年

度
令

和
７

年
度

区
　

　
　

　
　

　
分

（
決

算
）

（
本

年
度

）

１
．

4
7
4
,0

0
0

1
2
3
,1

3
6

1
6
8
,2

6
2

1
9
2
,0

0
0

1
9
2
,0

0
0

1
9
2
,0

0
0

1
9
2
,0

0
0

1
9
2
,0

0
0

1
9
2
,0

0
0

1
9
2
,0

0
0

1
9
2
,0

0
0

1
9
2
,0

0
0

２
．

３
．

４
．

1
,5

2
0

５
．

６
．

2
9
,6

6
6

3
8
,4

8
0

5
2
,5

8
2

6
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

７
．

８
．

９
．

(A
)

5
0
5
,1

8
6

1
6
1
,6

1
6

2
2
0
,8

4
4

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

(B
)

(C
)

5
0
5
,1

8
6

1
6
1
,6

1
6

2
2
0
,8

4
4

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

１
．

5
7
0
,1

6
1

1
9
2
,6

4
2

2
6
3
,1

5
5

3
0
0
,2

4
8

3
0
0
,2

5
1

3
0
0
,2

5
4

3
0
0
,2

5
7

3
0
0
,2

6
0

3
0
0
,2

6
3

3
0
0
,2

6
6

3
0
0
,2

6
9

3
0
0
,2

7
2

２
．

4
4
,2

4
1

4
6
,7

1
2

5
0
,0

9
7

5
3
,2

5
5

5
4
,7

6
1

5
5
,8

7
5

6
8
,7

6
9

7
0
,8

6
6

7
7
,0

1
8

8
4
,2

0
6

9
1
,5

0
0

9
8
,9

0
7

３
．

４
．

５
．

(D
)

6
1
4
,4

0
2

2
3
9
,3

5
4

3
1
3
,2

5
2

3
5
3
,5

0
3

3
5
5
,0

1
2

3
5
6
,1

2
9

3
6
9
,0

2
6

3
7
1
,1

2
6

3
7
7
,2

8
1

3
8
4
,4

7
2

3
9
1
,7

6
9

3
9
9
,1

7
9

(E
)

1
0
9
,2

1
6

7
7
,7

3
8

9
2
,4

0
8

1
0
1
,5

0
3

1
0
3
,0

1
2

1
0
4
,1

2
9

1
1
7
,0

2
6

1
1
9
,1

2
6

1
2
5
,2

8
1

1
3
2
,4

7
2

1
3
9
,7

6
9

1
4
7
,1

7
9

１
．

5
5
,7

4
3

6
0
,2

2
5

6
8
,4

8
5

7
4
,2

0
8

7
5
,7

1
6

7
6
,8

3
3

8
9
,7

3
0

9
1
,8

3
0

9
7
,9

8
4

1
0
5
,1

7
5

1
1
2
,4

7
2

1
1
9
,8

8
2

２
．

4
,4

9
7

３
．

４
．

4
8
,9

7
6

1
7
,5

1
3

2
3
,9

2
3

2
7
,2

9
5

2
7
,2

9
6

2
7
,2

9
6

2
7
,2

9
6

2
7
,2

9
6

2
7
,2

9
7

2
7
,2

9
7

2
7
,2

9
7

2
7
,2

9
7

(F
)

1
0
9
,2

1
6

7
7
,7

3
8

9
2
,4

0
8

1
0
1
,5

0
3

1
0
3
,0

1
2

1
0
4
,1

2
9

1
1
7
,0

2
6

1
1
9
,1

2
6

1
2
5
,2

8
1

1
3
2
,4

7
2

1
3
9
,7

6
9

1
4
7
,1

7
9

(E
)-

(F
)

(G
)

(H
)

1
,6

3
7
,5

0
7

1
,7

1
3
,9

3
1

1
,8

3
2
,0

9
6

1
,9

7
0
,8

4
1

2
,1

0
8
,0

8
0

2
,2

4
4
,2

0
5

2
,3

6
7
,4

3
6

2
,4

8
8
,5

7
0

2
,6

0
3
,5

5
2

2
,7

1
1
,3

4
6

2
,8

1
1
,8

4
6

2
,9

0
4
,9

3
9

○
他

会
計

繰
入

金
（
単

位
：
千

円
）

年
　

　
　

　
　

　
度

令
和

６
年

度
令

和
７

年
度

区
　

　
　

　
　

　
分

（
決

算
）

（
本

年
度

）

3
2
,2

1
6

3
2
,2

7
7

3
2
,2

7
7

3
1
,9

4
6

3
0
,9

6
1

2
8
,4

9
0

2
7
,0

4
2

2
5
,5

9
4

2
5
,5

9
4

2
5
,5

9
4

2
5
,5

9
4

2
5
,5

9
4

2
,9

7
6

2
,9

7
6

2
,9

7
6

2
,9

7
6

2
,9

7
6

2
,9

7
6

2
,9

7
6

2
,9

7
6

2
,9

7
6

2
,9

7
6

2
,9

7
6

2
,9

7
6

2
9
,2

4
0

2
9
,3

0
1

2
9
,3

0
1

2
8
,9

7
0

2
7
,9

8
5

2
5
,5

1
4

2
4
,0

6
6

2
2
,6

1
8

2
2
,6

1
8

2
2
,6

1
8

2
2
,6

1
8

2
2
,6

1
8

1
,5

2
0

1
,5

2
0

3
3
,7

3
6

3
2
,2

7
7

3
2
,2

7
7

3
1
,9

4
6

3
0
,9

6
1

2
8
,4

9
0

2
7
,0

4
2

2
5
,5

9
4

2
5
,5

9
4

2
5
,5

9
4

2
5
,5

9
4

2
5
,5

9
4

補
塡

財
源

不
足

額

他
会

計
借

入
金

残
高

企
業

債
残

高

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

他
会

計
へ

の
支

出
金

そ
の

他

計

資
本

的
収

入
額

が
資

本
的

支
出

額
に

不
足

す
る

額
  
  
 　

　
  
  
(D

)-
(C

)

損
益

勘
定

留
保

資
金

利
益

剰
余

金
処

分
額

繰
越

工
事

資
金

そ
の

他

計

補 塡 財 源

資 本 的 支 出

(A
)の

う
ち

翌
年

度
へ

繰
り

越
さ

れ
る

支
出

の
財

源
充

当
額

他
会

計
借

入
金

国
（

都
道

府
県

）
補

助
金

固
定

資
産

売
却

代
金

工
事

負
担

金

そ
の

他

計

令
和

１
３

年
度

令
和

１
４

年
度

令
和

１
５

年
度

令
和

９
年

度
令

和
１

０
年

度
令

和
１

１
年

度
令

和
１

２
年

度

企
業

債

う
ち

資
本

費
平

準
化

債

他
会

計
出

資
金

他
会

計
補

助
金

他
会

計
負

担
金

(A
)-

(B
)

純
計

建
設

改
良

費

企
業

債
償

還
金

う
ち

職
員

給
与

費

他
会

計
長

期
借

入
返

還
金

合
計

令
和

１
７

年
度

令
和

８
年

度
令

和
１

７
年

度
令

和
１

５
年

度
令

和
１

６
年

度

収
益

的
収

支
分

資
本

的
収

支
分

令
和

９
年

度
令

和
１

０
年

度
令

和
１

１
年

度
令

和
１

２
年

度
令

和
１

３
年

度
令

和
１

４
年

度

令
和

１
６

年
度

資 本 的 収 支

資 本 的 収 入

令
和

８
年

度
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②一度の料金改定で「計画期間黒字」とした場合　資産維持率1.0％　＜収益的収支＞

　第7章　投資・財政計画

投
資

・
財

政
計

画
　

水
道

事
業

　
(法

適
用

事
業

・
収

益
的

収
支

)　
税

抜
（
単

位
：
千

円
，

％
）

年
　

　
　

　
　

　
度

令
和

６
年

度
令

和
７

年
度

区
　

　
　

　
　

　
分

（
決

算
）

（
本

年
度

）

１
．

(A
)

2
7
0
,7

4
6

2
7
0
,8

7
6

2
6
5
,7

7
4

2
6
2
,9

7
7

4
6
3
,3

1
3

4
5
8
,3

1
0

4
5
3
,3

5
1

4
4
7
,6

3
9

4
4
1
,9

2
7

4
3
6
,2

1
5

4
3
0
,5

0
3

4
2
4
,7

9
1

(1
)

2
6
8
,2

3
4

2
6
8
,3

6
4

2
6
3
,2

6
2

2
6
0
,4

6
5

4
6
0
,8

0
1

4
5
5
,7

9
8

4
5
0
,8

3
9

4
4
5
,1

2
7

4
3
9
,4

1
5

4
3
3
,7

0
3

4
2
7
,9

9
1

4
2
2
,2

7
9

(2
)

(B
)

(3
)

2
,5

1
2

2
,5

1
2

2
,5

1
2

2
,5

1
2

2
,5

1
2

2
,5

1
2

2
,5

1
2

2
,5

1
2

2
,5

1
2

2
,5

1
2

2
,5

1
2

2
,5

1
2

２
．

4
9
,2

4
9

5
7
,3

8
2

5
7
,5

6
6

5
8
,9

6
5

5
9
,8

5
4

5
9
,3

4
4

5
9
,8

1
5

6
0
,3

4
8

6
1
,9

8
9

6
3
,8

2
8

6
5
,7

0
1

6
7
,6

9
3

(1
)

3
0
,2

1
6

3
0
,2

7
7

3
0
,2

7
7

2
9
,9

4
6

2
8
,9

6
1

2
6
,4

9
0

2
5
,0

4
2

2
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6
3
9
,8

7
7

6
5
9
,3

8
9

7
1
6
,6

3
1

7
8
3
,5

1
4

8
5
1
,3

8
2

9
2
0
,3

0
2

9
9
0
,2

3
7

( 
I 

)
(A

)-
(B

)

(L
)

(M
)

2
7
0
,7

4
6

2
7
0
,8

7
6

2
6
5
,7

7
4

2
6
2
,9

7
7

3
7
8
,7

8
7

3
7
4
,7

0
2

3
7
0
,6

5
2

3
6
5
,9

8
8

4
1
4
,6

2
6

4
0
9
,2

6
9

4
0
3
,9

1
2

3
9
8
,5

5
5

(N
)

(O
)

(P
)

健
全

化
法

施
行

規
則

第
６

条
に

規
定

す
る

解
消

可
能

資
金

不
足

額

健
全

化
法

施
行

令
第

1
7

条
に

よ
り

算
定

し
た

事
業

の
規

模

健
全

化
法

第
2
2

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

不
足

比
率

(（
N

）
/
（
P

）
×

1
0
0
)

地
方

財
政

法
施

行
令

第
1
5

条
第

１
項

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額

営
業

収
益

－
受

託
工

事
収

益
(A

)-
(B

)

地
方

財
政

法
に

よ
る

資
金

不
足

の
比

率
(（

L
）
/
（
M

）
×

1
0
0
)

健
全

化
法

施
行

令
第

1
6

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

の
不

足
額

1
2

う
ち

建
設

改
良

費
分

う
ち

一
時

借
入

金
う

ち
未

払
金

累
積

欠
損

金
比

率
（

×
1
0
0

）

そ
の

他
経

費
動

力
費

修
繕

費

支
払

利
息

流
動

負
債

支
出

計
経

常
損

益
(C

)-
(D

)

特
別

利
益

特
別

損
失

特
別

損
益

(F
)-

(G
)

収 益 的 収 支 当
年

度
純

利
益

（
又

は
純

損
失

）
(E

)+
(H

)

繰
越

利
益

剰
余

金
又

は
累

積
欠

損
金

流
動

資
産

う
ち

未
収

金

収 益 的 収 入

材
料

費

収 益 的 支 出

営
業

費
用

職
員

給
与

費

資
産

維
持

費

基
本

給

長
期

前
受

金
戻

入

そ
の

他

収
入

計
そ

の
他

令
和

１
６

年
度

令
和

１
７

年
度

令
和

１
０

年
度

令
和

１
１

年
度

令
和

１
２

年
度

令
和

１
３

年
度

補
助

金
他

会
計

補
助

金
そ

の
他

補
助

金

営
業

外
収

益

料
金

収
入

受
託

工
事

収
益

そ
の

他

令
和

８
年

度

営
業

収
益

令
和

９
年

度
令

和
１

４
年

度
令

和
１

５
年

度

そ
の

他
減

価
償

却
費

営
業

外
費

用

退
職

給
付

費
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③段階的な料金改定で「計画期間黒字」とした場合　資産維持率0.5％　＜資本的収支＞

　第7章　投資・財政計画

投
資

・
財

政
計

画
　

水
道

事
業

　
(法

適
用

事
業

・
資

本
的

収
支

)　
税

込
（
単

位
：
千

円
）

年
　

　
　

　
　

　
度

令
和

６
年

度
令

和
７

年
度

区
　

　
　

　
　

　
分

（
決

算
）

（
本

年
度

）

１
．

4
7
4
,0

0
0

1
2
3
,1

3
6

1
6
8
,2

6
2

1
9
2
,0

0
0

1
9
2
,0

0
0

1
9
2
,0

0
0

1
9
2
,0

0
0

1
9
2
,0

0
0

1
9
2
,0

0
0

1
9
2
,0

0
0

1
9
2
,0

0
0

1
9
2
,0

0
0

２
．

３
．

４
．

1
,5

2
0

５
．

６
．

2
9
,6

6
6

3
8
,4

8
0

5
2
,5

8
2

6
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

6
0
,0

0
0

７
．

８
．

９
．

(A
)

5
0
5
,1

8
6

1
6
1
,6

1
6

2
2
0
,8

4
4

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

(B
)

(C
)

5
0
5
,1

8
6

1
6
1
,6

1
6

2
2
0
,8

4
4

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

2
5
2
,0

0
0

１
．

5
7
0
,1

6
1

1
9
2
,6

4
2

2
6
3
,1

5
5

3
0
0
,2

4
8

3
0
0
,2

5
1

3
0
0
,2

5
4

3
0
0
,2

5
7

3
0
0
,2

6
0

3
0
0
,2

6
3

3
0
0
,2

6
6

3
0
0
,2

6
9

3
0
0
,2

7
2

２
．

4
4
,2

4
1

4
6
,7

1
2

5
0
,0

9
7

5
3
,2

5
5

5
4
,7

6
1

5
5
,8

7
5

6
8
,7

6
9

7
0
,8

6
6

7
7
,0

1
8

8
4
,2

0
6

9
1
,5

0
0

9
8
,9

0
7

３
．

４
．

５
．

(D
)

6
1
4
,4

0
2

2
3
9
,3

5
4

3
1
3
,2

5
2

3
5
3
,5

0
3

3
5
5
,0

1
2

3
5
6
,1

2
9

3
6
9
,0

2
6

3
7
1
,1

2
6

3
7
7
,2

8
1

3
8
4
,4

7
2

3
9
1
,7

6
9

3
9
9
,1

7
9

(E
)

1
0
9
,2

1
6

7
7
,7

3
8

9
2
,4

0
8

1
0
1
,5

0
3

1
0
3
,0

1
2

1
0
4
,1

2
9

1
1
7
,0

2
6

1
1
9
,1

2
6

1
2
5
,2

8
1

1
3
2
,4

7
2

1
3
9
,7

6
9

1
4
7
,1

7
9

１
．

5
5
,7

4
3

6
0
,2

2
5

6
8
,4

8
5

7
4
,2

0
8

7
5
,7

1
6

7
6
,8

3
3

8
9
,7

3
0

9
1
,8

3
0

9
7
,9

8
4

1
0
5
,1

7
5

1
1
2
,4

7
2

1
1
9
,8

8
2

２
．

4
,4

9
7

３
．

４
．

4
8
,9

7
6

1
7
,5

1
3

2
3
,9

2
3

2
7
,2

9
5

2
7
,2

9
6

2
7
,2

9
6

2
7
,2

9
6

2
7
,2

9
6

2
7
,2

9
7

2
7
,2

9
7

2
7
,2

9
7

2
7
,2

9
7

(F
)

1
0
9
,2

1
6

7
7
,7

3
8

9
2
,4

0
8

1
0
1
,5

0
3

1
0
3
,0

1
2

1
0
4
,1

2
9

1
1
7
,0

2
6

1
1
9
,1

2
6

1
2
5
,2

8
1

1
3
2
,4

7
2

1
3
9
,7

6
9

1
4
7
,1

7
9

(E
)-

(F
)

(G
)

(H
)

1
,6

3
7
,5

0
7

1
,7

1
3
,9

3
1

1
,8

3
2
,0

9
6

1
,9

7
0
,8

4
1

2
,1

0
8
,0

8
0

2
,2

4
4
,2

0
5

2
,3

6
7
,4

3
6

2
,4

8
8
,5

7
0

2
,6

0
3
,5

5
2

2
,7

1
1
,3

4
6

2
,8

1
1
,8

4
6

2
,9

0
4
,9

3
9

○
他

会
計

繰
入

金
（
単

位
：
千

円
）

年
　

　
　

　
　

　
度

令
和

６
年

度
令

和
７

年
度

区
　

　
　

　
　

　
分

（
決

算
）

（
本

年
度

）

3
2
,2

1
6

3
2
,2

7
7

3
2
,2

7
7

3
1
,9

4
6

3
0
,9

6
1

2
8
,4

9
0

2
7
,0

4
2

2
5
,5

9
4

2
5
,5

9
4

2
5
,5

9
4

2
5
,5

9
4

2
5
,5

9
4

2
,9

7
6

2
,9

7
6

2
,9

7
6

2
,9

7
6

2
,9

7
6

2
,9

7
6

2
,9

7
6

2
,9

7
6

2
,9

7
6

2
,9

7
6

2
,9

7
6

2
,9

7
6

2
9
,2

4
0

2
9
,3

0
1

2
9
,3

0
1

2
8
,9

7
0

2
7
,9

8
5

2
5
,5

1
4

2
4
,0

6
6

2
2
,6

1
8

2
2
,6

1
8

2
2
,6

1
8

2
2
,6

1
8

2
2
,6

1
8

1
,5

2
0

1
,5

2
0

3
3
,7

3
6

3
2
,2

7
7

3
2
,2

7
7

3
1
,9

4
6

3
0
,9

6
1

2
8
,4

9
0

2
7
,0

4
2

2
5
,5

9
4

2
5
,5

9
4

2
5
,5

9
4

2
5
,5

9
4

2
5
,5

9
4

補
塡

財
源

不
足

額

他
会

計
借

入
金

残
高

企
業

債
残

高

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

他
会

計
へ

の
支

出
金

そ
の

他

計

資
本

的
収

入
額

が
資

本
的

支
出

額
に

不
足

す
る

額
  
  
 　

　
  
  
(D

)-
(C

)

損
益

勘
定

留
保

資
金

利
益

剰
余

金
処

分
額

繰
越

工
事

資
金

そ
の

他

計

補 塡 財 源

資 本 的 支 出

(A
)の

う
ち

翌
年

度
へ

繰
り

越
さ

れ
る

支
出

の
財

源
充

当
額

他
会

計
借

入
金

国
（

都
道

府
県

）
補

助
金

固
定

資
産

売
却

代
金

工
事

負
担

金

そ
の

他

計

令
和

１
３

年
度

令
和

１
４

年
度

令
和

１
５

年
度

令
和

９
年

度
令

和
１

０
年

度
令

和
１

１
年

度
令

和
１

２
年

度

企
業

債

う
ち

資
本

費
平

準
化

債

他
会

計
出

資
金

他
会

計
補

助
金

他
会

計
負

担
金

(A
)-

(B
)

純
計

建
設

改
良

費

企
業

債
償

還
金

う
ち

職
員

給
与

費

他
会

計
長

期
借

入
返

還
金

合
計

令
和

１
７

年
度

令
和

８
年

度
令

和
１

７
年

度
令

和
１

５
年

度
令

和
１

６
年

度

収
益

的
収

支
分

資
本

的
収

支
分

令
和

９
年

度
令

和
１

０
年

度
令

和
１

１
年

度
令

和
１

２
年

度
令

和
１

３
年

度
令

和
１

４
年

度

令
和

１
６

年
度

資 本 的 収 支

資 本 的 収 入

令
和

８
年

度
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④段階的な料金改定で「計画期間黒字」とした場合　資産維持率1.0％　＜収益的収支＞

　第7章　投資・財政計画

投
資

・
財

政
計

画
　

水
道

事
業

　
(法

適
用

事
業

・
収

益
的

収
支

)　
税

抜
（
単

位
：
千

円
，

％
）

年
　

　
　

　
　

　
度

令
和

６
年

度
令

和
７

年
度

区
　

　
　

　
　

　
分

（
決

算
）

（
本

年
度

）

１
．

(A
)

2
7
0
,7

4
6

2
7
0
,8

7
6

2
6
5
,7

7
4

2
6
2
,9

7
7

4
0
1
,9

6
4

3
9
7
,6

2
7

3
9
3
,3

2
8

3
8
8
,3

7
6

4
4
0
,6

2
7

4
3
4
,9

3
2

4
2
9
,2

3
7

4
2
3
,5

4
2

(1
)

2
6
8
,2

3
4

2
6
8
,3

6
4

2
6
3
,2

6
2

2
6
0
,4

6
5

3
9
9
,4

5
2

3
9
5
,1

1
5

3
9
0
,8

1
6

3
8
5
,8

6
4

4
3
8
,1

1
5

4
3
2
,4

2
0

4
2
6
,7

2
5

4
2
1
,0

3
0

(2
)

(B
)

(3
)

2
,5

1
2

2
,5

1
2

2
,5

1
2

2
,5

1
2

2
,5

1
2

2
,5

1
2

2
,5

1
2

2
,5

1
2

2
,5

1
2

2
,5

1
2

2
,5

1
2

2
,5

1
2

２
．

4
9
,2

4
9

5
7
,3

8
2

5
7
,5

6
6

5
8
,9

6
5

5
9
,8

5
4

5
9
,3

4
4

5
9
,8

1
5

6
0
,3

4
8

6
1
,9

8
9

6
3
,8

2
8

6
5
,7

0
1

6
7
,6

9
3

(1
)

3
0
,2

1
6

3
0
,2

7
7

3
0
,2

7
7

2
9
,9

4
6

2
8
,9

6
1

2
6
,4

9
0

2
5
,0

4
2

2
3
,5

9
4

2
3
,5

9
4

2
3
,5

9
4

2
3
,5

9
4

2
3
,5

9
4

3
0
,2

1
6

3
0
,2

7
7

3
0
,2

7
7

2
9
,9

4
6

2
8
,9

6
1

2
6
,4

9
0

2
5
,0

4
2

2
3
,5

9
4

2
3
,5

9
4

2
3
,5

9
4

2
3
,5

9
4

2
3
,5

9
4

(2
)

1
6
,7

3
5

2
4
,8

0
7

2
4
,9

9
1

2
6
,7

2
1

2
8
,5

9
5

3
0
,5

5
6

3
2
,4

7
5

3
4
,4

5
6

3
6
,0

9
7

3
7
,9

3
6

3
9
,8

0
9

4
1
,8

0
1

(3
)

2
,2

9
8

2
,2

9
8

2
,2

9
8

2
,2

9
8

2
,2

9
8

2
,2

9
8

2
,2

9
8

2
,2

9
8

2
,2

9
8

2
,2

9
8

2
,2

9
8

2
,2

9
8

(C
)

3
1
9
,9

9
6

3
2
8
,2

5
7

3
2
3
,3

4
0

3
2
1
,9

4
2

4
6
1
,8

1
8

4
5
6
,9

7
1

4
5
3
,1

4
3

4
4
8
,7

2
4

5
0
2
,6

1
6

4
9
8
,7

6
0

4
9
4
,9

3
8

4
9
1
,2

3
5

１
．

2
9
4
,4

4
1

3
1
4
,7
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　本計画の実施にあたっては、掲げた施策や事業の進捗状況を定期的に確認し、その成果

や課題を把握したうえで、必要に応じて見直しを行います。

　計画期間（令和８年度～１７年度）を通じて、「計画（Ｐｌａｎ）→実行（Ｄｏ）→検

証（Ｃｈｅｃｋ）→改善（Ａｃｔｉｏｎ）」のＰＤＣＡサイクルを継続的に運用し、事業

の実施効果や効率性を検証します。特に、概ね３～５年ごとに進捗状況をモニタリングし、

投資・財政計画の実績との乖離や、将来見通しにおける課題を検証したうえで、必要な改

善を図ります。

　また、人口減少や節水意識の高まり、施設の老朽化など、経営環境の変化を踏まえつつ、

効率的な施設更新、企業債の計画的な償還、料金改定を通じた収入の安定化を進めます。

　これらの取り組みを通じて、健全で持続可能な経営基盤の確立を目指し、安全で安定し

た水道サービスを将来世代へ継承していきます。

　第8章　フォローアップ

目標に照らして検証
・実施状況や経営状況の
　評価、分析
・計画と実績の比較検証
・顧客満足度の把握

評価結果を活用
・改善策の検討
・将来見通しの再評価
・新たなニーズの把握

Action

住民の声、外部環境を反映
・ビジョン、経営目標の設定
・基本計画、経営計画の策定

Plan Do

成果を重視
・事業の実施
・進捗状況の管理

Check
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【あ】

■ 　アセットマネジメント

　中長期的な視点に立ち、水道施設のライフサイクル全体にわたって効率的かつ効果的

に水道施設を管理運営する体系化された実践活動のこと。

　現在保有している資産の状態・健全度を適切に診断・評価し、中長期の更新需要見通

しを検討するとともに、財政収支見通しを踏まえた更新財源の確保方策を講じる等によ

り、事業の実行可能性の確保を図る。

■ 　営業外収益

　収益的収入のなかで、企業の本業以外の活動によって得られる収益のこと。

預金利息、町補助金、加入金、長期前受金戻入をいう。

■ 　営業外費用

　収益的支出のなかで、企業の本来の営業活動以外で経常的に発生する費用のこと。

支払利息、企業債取扱諸費、雑支出をいう。

■ 　営業収益

　収益的収入のなかで、料金収入等の企業の本来の営業活動で生じる収益のこと。

給水収益、受託工事収益、その他営業収益をいう。

■ 　営業収支比率

　営業収益と営業費用の比率であり、収益性を見る際の最も代表的な指標のこと。営業

費用が営業収益によってどの程度賄われているかを示すもので、この比率が高いほど営

業利益率が高いことを示し、この数値が100％未満である場合は、営業損失が生じてい

ることを示している。

■ 　営業費用

　収益的支出のなかで、企業の本来の営業活動から発生する費用のこと。

職員給与費や材料費等の維持管理費、減価償却費。

■ 　塩化ビニル管

　腐食に強い塩化ビニル樹脂を主原料とする管。耐食性・耐電食性に優れ、水垢の発生

もなく軽量で接合作業が容易であるという長所があるが、衝撃や熱に弱く、紫外線によ

り劣化し、凍結すると破損しやすいという短所がある。また、シンナー等の有機溶剤に

侵されるので、使用場所や取扱に注意が必要である。

　第9章　用語説明
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【か】

■ 　官民連携

　水道事業者と民間企業が連携し、民間の持つノウハウ・技術を活用することによりサ

ービス向上、財政基盤の強化、業務効率化を図ること。

■ 　管路更新率

　管路総延長に対する年間に更新された管路の割合。

■ 　企業債

　水道施設の更新や耐震化等の費用に充てるために、国や地方自治体等から借り入れる

長期の借入金。

　企業債の償還は、当該事業で整備した施設等を用いて得られる料金で賄うことを原則

とし、その未償還分は企業債残高と呼ばれる。

■ 　企業債残高対給水収益比率

　給水収益に対する企業債残高の割合。

　企業債残高の規模と経営の影響をみる指標で、一般的に低いほうが望ましいが、低す

ぎると必要事業が持ち越されている場合がある。

（企業債残高÷給水収益）×１００

で算出される。

■ 　給水管

　道路に埋設されている配水管から分岐して各家庭等に水を送る管。

■ 　給水区域

　水道事業者が国土交通省または都道府県の許可を受け、需要に応じて給水義務を負う

区域。

■ 　給水原価

　有収水量１㎥当たりについて、どれだけの費用がかかっているかを表す指標のこと。

実際の使用水量に応じた1㎥当たりの料金と比較することによって原価回収の状況を把

握することができる。

{事業費用－(受託工事費＋材料および不用品売却原価＋付帯事業費)－長期前受金戻入} 

÷年間総有収水量

で算出される。

■ 　給水収益

　水道事業会計における営業収益（給水収益、受託工事収益等）の一つで、公の施設と

しての水道施設の使用について徴収する使用料のこと。通常、水道料金として収入とな

る収益がこれに当たる。

■ 　給水人口

　給水区域（水道事業者が厚生労働省または都道府県の許可を得て給水義務を負う区域）

内に居住し、水道により給水を受けている人口をいう。給水区域外からの通勤者や観光

客は給水人口には含まれない。

　第9章　用語説明
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■ 　給水量

　給水区域内に給水した水道水の量。

　給水量＝有効水量（有収水量＋無収水量）＋無効水量（漏水等）

　※有収水量：水道料金徴収の対象となった水量および公園用水、公衆便所用水、消防

　　　　　　　用水等で、料金としては徴収しないが、他会計から維持管理費としての

　　　　　　　収入がある水量。

　※無収水量：事業用水量、メーター不感水量、公園用水、公衆便所用水、消防用水等

　　　　　　　のうち料金およびその他収入がない水量。

■ 　供給単価

　供給単価は給水収益を有収水量で除した数値であり、1㎥当たりの販売価格を表す。

給水収益÷年間総有収水量

で算出される。

■ 　業務指標（PI：Performance Indicator）

　全国の水道事業関係団体で構成する（公社）日本水道協会が平成１７年１月に特定し、

平成２８年３月に改訂した「ＪＷＷＡＱ１００　水道事業ガイドライン」に基づく指標。

水道サービスの目的を達成し、サービス水準を向上させるために、水道事業全般につい

て多面的に定量化した指標で、３つの分野（安全、強靭、持続）について示されている。

■ 　緊急遮断弁

　地震や管路の破裂等の異状を検知すると自動的に自重や重錘または油圧や圧縮空気を

利用して緊急閉止できる機能を持ったバルブ。

　配水池の出口部分に設置することにより、破損した管からの水の流出を防ぐとともに

応急給水に必要な水を確保することができる。

■ 　経営戦略

　水道事業や下水道事業等の公営企業が将来にわたって安定的に事業を継続していくた

めに策定する中長期的な経営の基本計画。

　計画期間は１０年以上を基本とし、３～５年に一度見直し等を行うものとする。

■ 　計画給水人口

　計画目標年次の推定人口のうち給水対象となる人口。

■ 　減価償却費

　資産（建物や機械設備等長期にわたり利用する資産）を取得したときに、その取得費

用を一括計上せず、資産の法定耐用年数にわたって分割して計上することを減価償却と

いい、その分割された費用を減価償却費という。

■ 　原水

　浄水処理する前の水。水道水の原材料になる水。地表水あるいは地下水から取水する。

　水道原水には大別して地表水と地下水があり、地表水には河川水、湖沼水、貯水池水

が、地下水には伏流水、井水等がある。（なお、本町は滋賀県企業庁からの全量受水）

　第9章　用語説明
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【さ】

■ 　残留塩素

　水道水の安全のために水道水中に投入された塩素が、水道水に残留したもので、一般

的には遊離残留塩素を総称する。水道法（水道法施行規則）によって、安全性確保のた

めに蛇口から出る水道水には、必ず一定の残留塩素があるように定められている。

■ 　支払利息

　営業外費用の一つで、企業債、他会計からの借入金、一時借入金等について支払う利

息のこと。

■ 　資本的収支

　収益的収支および支出に属さない収入・支出のうち現金の収支を伴うもので、主とし

て建設改良および企業債に関する収入および支出のこと。

　企業の資産を取得するために要する費用（支出）とその財源（収入）の収支のこと。

　資本的収入には、企業債や国庫補助金等を計上し、資本的支出には建設改良費、企業

債償還金等を計上する。

■ 　収益的収支

　企業の経常的経営活動に伴って発生する収入とこれに対応する支出のこと。

　収益的収入には、給水サービスの提供の対価である料金等の給水収益の他、長期前受

金戻入、受取利息等を計上し、収益的支出には給水サービスに必要な人件費、修繕費等

を計上する。また、支払利息、更には減価償却費等のように現金支出を伴わない経費等

も含まれる。

■ 　受水

　水道事業者が水道用水供給事業から浄水（水道用水）の供給を受けること。

■ 　受水費

　水道事業者が水道用水供給事業から浄水（水道用水）の購入に要した費用のこと。

■ 　浄水

　河川、湖沼、地下水等から取水した原水の水中に含まれている物質等を取り除き、飲

料水とするための適切な処理を行うこと。水道水は、水道法に定められた水質基準に適

合した水を供給しなければならない。

■ 　新水道ビジョン

　水道の所掌官庁たる厚生労働省が、水道の目指すべき方向性について示したもので、

平成２５年３月付けで正式に公布された。その目的は、「平成１６年の水道ビジョン策

定から約９年が経過し、水道を取り巻く環境が大きく変化していることから、これまで

国民の生活や経済活動を支えてきた水道の恩恵を、今後もすべての国民が継続的に享受

し続けることができるよう、５０年、１００年後の将来を見据え、水道の理想像を明示

するとともに、その理想像を具体化するため、今後、当面の間に取り組むべき事項、方

策を提示しているもの。

　第9章　用語説明
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■ 　水源

　水道水として利用する水の供給源のことで、種類は、河川表流水、湖沼水、ダム水、

地下水、湧水、伏流水がある。

■ 　水質基準

　水道法第４条および「水質基準に関する省令」により定められた、飲み水の安全性を

確保するために水道水が備えなければならない水質の要件。

■ 　水質検査

　水源や給水栓水について水質検査を行い、その結果、浄水の場合は水質基準項目ごと

の基準値や塩素消毒の基準に照らして適合しているかを判定すること。

■ 　水質検査計画

　水道水が水質基準に適合し、安全で良質な水を供給するために、毎年度水道事業体が

水質検査に関する基本方針や水質検査地点および水質検査方法を定めるもの。その内容

や水質検査結果がホームページ等で公開されている。

■ 　水道用水供給事業

　水道事業者に対してその用水を供給する事業のこと。本町の場合、企業庁湖南水道用

水供給事業から計画給水量の１００％にあたる浄水（水道用水）を購入している。

■ 　損益勘定留保資金

　資本的収支の補てん財源の一つで、収益的収支における現金支出を必要としない費用

で、減価償却費、繰延勘定償却、資産減耗費等を計上し、企業内部に保留される資金の

こと。

【た】

■ 　耐震管

　離脱防止継手を有し、地震により地盤変動が起きた場合でも管の破損や継手の離脱等

の被害が軽微な管のこと。ダクタイル鋳鉄管（離脱防止機能付き継手）、鋼管（溶接継

手）、水道用ポリエチレン管（融着継手）等。

■ 　ダウンサイジング

　規模を小さくすること。

　水道の場合は、水需要の減少等に伴い、施設更新等の際に管路の口径減少や施設の小

規模化等により施設能力を縮小し、施設の効率化を図ること。

■ 　ダクタイル鋳鉄管

　材料としてダクタイル鋳鉄を使用した管のこと。

　ダクタイル鋳鉄とは、鋳鉄に含まれる黒鉛を球状化させたもので、鋳鉄に比べて強度

や靭性（粘り強さ）に富み、衝撃に強い。金属材料の中では腐食に強く、電気抵抗が高

いため電食の影響を受けにくい。継手は伸縮性・可撓性（柔軟で折り曲げることが可能

である性質）を持ち、施工性が良く、水道用管として広く用いられているが、重量が比

較的重く、土壌が腐食性の場合には外面防食を必要とする。

　第9章　用語説明
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■ 　長期前受金戻入

　資産（建物や機械設備等）を取得したとき、その財源に国庫補助金等が充当される場

合には、その国庫補助金等は収入として一括計上せず、資産の耐用年数にわたって分割

・計上され、その分割された収入を長期前受金戻入といい、減価償却費と対になるもの。

【は】

■ 　配水池

　浄水場（河川から取水した水や地下水等を浄化・消毒し、上水道へ供給するための水

道施設）から送られた浄水（水道用水）を一時的に貯留し、給水区域の需要量に応じて

流出制御を行う施設。

　配水池の容量は、配水池への流入量と時間変動する給水量との差を調整する容量、配

水池より上流側の事故発生時にも給水を維持するための容量および消火用水量を考慮し

て定められる。

■ 　普及率

　給水区域内人口に対する給水人口の割合を示し、給水区域内の未普及人口の割合を把

握するために使用される。

　給水普及率（％）＝給水人口÷給水区域内人口×１００

　※給水区域内人口：給水区域内に居住する総人口

　※給水人口：水道事業により給水を受けている総人口

■ 　法定耐用年数

　固定資産が、その本来の用途に使用できると見られる推定の年数を法律で定めたもの。

　その効用が持続する期間とされ、国や水道事業者は寿命の目安と捉えている。

■ 　ポリエチレン管

　プラスチック管の一種で、昭和３７年頃から給水装置に使用され始めた。接合方法は

熱融着による方法と機械的に管を締め付けて接続する方法があり、重量は軽く耐寒性、

耐衝撃性に優れている。長尺物であるため継手数が少なく済み、施工性にも優れている。

また他の管種に比べて可撓性に富んでおり、地盤変動に対して影響が少ない等の特徴を

有しているが、有機溶剤、ガソリン等による浸透に注意する必要がある。

【ま】

■ 　毎日検査

　水道法で定められている、色・濁り・残留塩素の3項目を、毎日確認する検査のこと。
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【や】

■ 　有収水量

　料金徴収の対象となった水量および他会計からの収入のあった水量。

■ 　有収率

　給水量に対する有収水量の割合。

　無効水量である漏水等を少なくすることで率が上がるとされている。

　有収率＝（年間有収水量＋年間有収分水量）÷（年間給水量＋年間分水量）×１００

　※分水量：水道事業者が他の水道事業者に分水する水量

【ら】

■ 　料金回収率

　給水原価と供給単価の関係を示しており、事業の経営状況の健全性を示す指標の一つ。

　この指標が１００％を下回っている場合、給水にかかる費用が料金収入以外の収入で

賄われていることを意味する。

■ 　老朽管

　法定耐用年数（布設から４０年）を超過した管路のこと。

■ 　漏水

　水道管等から水が漏れること。地上に漏れ出して発見が容易な地上漏水と、地下に浸

透して発見が困難な地下漏水がある。漏水量が減ると有効率が向上する。

　※有効率：給水する水量と有効水量との比率
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竜王町水道事業ビジョン・経営戦略

竜王町上下水道課

所在地：〒520-2592

滋賀県蒲生郡竜王町大字小口3番地

TEL：0748-58-3708

FAX：0748-58-2646

Mail：jougesui@town.ryuoh.shiga.jp

URL：http://www.town.ryuoh.shiga.jp/
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